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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報端末と薬品分包装置とを備える配薬支援システムであって、
　前記情報端末が、一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載
されている第１コード情報から読み取られる第１照合情報と複数の照合対象物品に記載さ
れている複数の第２コード情報から読み取られる複数の第２照合情報とを照合する照合処
理部と、前記第２照合情報各々の内容をユーザー操作に応じて設定する設定処理部と、前
記設定処理部による設定内容を出力する出力処理部とを備え、
　前記薬品分包装置が、前記設定処理部による設定内容に基づいて設定され、前記第２照
合情報各々を照合可能な前記第１照合情報を示す前記第１コード情報を前記分包容器に印
刷する印刷処理部を備え、
　複数の前記第２照合情報に、複数の服用者に共通の第１項目の情報と、服用者ごとに異
なる個別の第２項目の情報とが含まれ、
　前記照合処理部は、前記第２コード情報から前記第１項目の情報が読み取られた後、次
に同じ前記第１項目について異なる情報が読み取られるまでの間、前記第１コード情報か
ら読み取られる前記第１照合情報を照合する際の照合対象として前記第１項目の情報を用
いる、
　配薬支援システム。
【請求項２】
　情報端末と薬品分包装置とを備える配薬支援システムであって、
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　前記情報端末が、一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載
されている第１コード情報から読み取られる第１照合情報と複数の照合対象物品に記載さ
れている複数の第２コード情報から読み取られる複数の第２照合情報とを照合する照合処
理部と、前記第２照合情報各々の内容をユーザー操作に応じて設定する設定処理部と、前
記設定処理部による設定内容を出力する出力処理部とを備え、
　前記薬品分包装置が、前記設定処理部による設定内容に基づいて設定され、前記第２照
合情報各々を照合可能な前記第１照合情報を示す前記第１コード情報を前記分包容器に印
刷する印刷処理部を備え、
　前記設定処理部により設定される複数の前記第２照合情報の内容に前記第２照合情報の
読取順序が含まれ、
　前記照合処理部は、前記第２照合情報各々に対応する前記第２コード情報が前記第２照
合情報各々の前記読取順序に従って読み取られたか否かを判定する、
　配薬支援システム。
【請求項３】
　前記出力処理部から出力される前記設定処理部による設定内容を受信し、前記設定内容
に基づいて、前記印刷処理部で印刷される前記第１コード情報における前記第１照合情報
の内容を設定する印刷設定処理部を備える、
　請求項１又は２に記載の配薬支援システム。
【請求項４】
　前記印刷設定処理部は、前記薬品分包装置に設けられる、
　請求項３に記載の配薬支援システム。
【請求項５】
　複数の前記第２照合情報に、服用時期及び服用者識別情報が少なくとも含まれる、
　請求項１～４のいずれかに記載の配薬支援システム。
【請求項６】
　複数の照合対象物品に記載されている複数の第２コード情報から複数の第２照合情報を
読み取る第１ステップと、
　一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載されている第１コ
ード情報から第１照合情報を読み取る第２ステップと、
　前記第１照合情報及び複数の前記第２照合情報を照合する第３ステップと、
　をプロセッサーに実行させるための照合制御プログラムであって、
　複数の前記第２照合情報に、複数の服用者に共通の第１項目の情報と、服用者ごとに異
なる個別の第２項目の情報とが含まれ、
　前記第３ステップでは、前記第２コード情報から前記第１項目の情報が読み取られた後
、次に同じ前記第１項目について異なる情報が読み取られるまでの間、前記第１コード情
報から読み取られる前記第１照合情報を照合する際の照合対象として前記第１項目の情報
が用いられる、
　照合制御プログラム。
【請求項７】
　複数の照合対象物品に記載されている複数の第２コード情報から複数の第２照合情報を
読み取る第１ステップと、
　一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載されている第１コ
ード情報から第１照合情報を読み取る第２ステップと、
　前記第１照合情報及び複数の前記第２照合情報を照合する第３ステップと、
　前記第２照合情報各々の内容をユーザー操作に応じて設定する第４ステップと、
　をプロセッサーに実行させるための照合制御プログラムであって、
　前記第４ステップにより設定される複数の前記第２照合情報の内容に前記第２照合情報
の読取順序が含まれ、
　前記第３ステップでは、前記第２照合情報各々に対応する前記第２コード情報が前記第
２照合情報各々の前記読取順序に従って読み取られたか否かが判定される、
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　照合制御プログラム。
【請求項８】
　前記第３ステップでは、複数の照合対象物品に記載されている複数の前記第２コード情
報から複数の前記第２照合情報が読み取られてから、前記分包容器に記載されている前記
第１コード情報から前記第１照合情報が読み取られた場合に、前記第１照合情報及び複数
の前記第２照合情報が照合される、請求項６又は７に記載の照合制御プログラム。
【請求項９】
　前記第２コード情報から読み取られる複数の前記第２照合情報に同一項目の情報が含ま
れる場合に、複数の前記第２照合情報に含まれる前記同一項目の情報を照合する第４ステ
ップを更にプロセッサーに実行させるための請求項６～８のいずれかに記載の照合制御プ
ログラム。
【請求項１０】
　一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載されている第１コ
ード情報から読み取られる第１照合情報と複数の照合対象物品に記載されている複数の第
２コード情報から読み取られる複数の第２照合情報とを照合する照合処理部を備え、
　複数の前記第２照合情報に、複数の服用者に共通の第１項目の情報と、服用者ごとに異
なる個別の第２項目の情報とが含まれ、
　前記照合処理部は、前記第２コード情報から前記第１項目の情報が読み取られた後、次
に同じ前記第１項目について異なる情報が読み取られるまでの間、前記第１コード情報か
ら読み取られる前記第１照合情報を照合する際の照合対象として前記第１項目の情報を用
いる、
　情報端末。
【請求項１１】
　一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載されている第１コ
ード情報から読み取られる第１照合情報と複数の照合対象物品に記載されている複数の第
２コード情報から読み取られる複数の第２照合情報とを照合する照合処理部と、
　前記第２照合情報各々の内容をユーザー操作に応じて設定する設定処理部と、
　を備え、
　前記設定処理部により設定される複数の前記第２照合情報の内容に前記第２照合情報の
読取順序が含まれ、
　前記照合処理部は、前記第２照合情報各々に対応する前記第２コード情報が前記第２照
合情報各々の前記読取順序に従って読み取られたか否かを判定する、
　情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配薬作業を支援するための配薬支援システム及び照合制御プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、薬局などでは、錠剤又は散薬などの薬品を服用時期ごとに薬包に分包する薬
品分包装置（特許文献１参照）が用いられることがある。そして、薬品分包装置で分包さ
れた薬包は、病院又は老健施設などの入居施設に搬送され、看護師などの配薬担当者によ
って入居者に配られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１０４０７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、前記薬品分包装置において前記薬包にバーコードが印刷され、前記入居施設
において前記薬包が入居者に配薬される際に、前記薬包に印刷されているバーコードを用
いた照合作業が行われることがある。しかしながら、前記入居施設の運用体制又は設備な
どによって、前記照合作業で前記薬包のバーコードと照合する照合対象物及びその照合対
象物の数などが異なることがあり、前記薬包に印刷されるバーコードに含まれるべき情報
が異なることがある。
【０００５】
　本発明の目的は、薬包の搬送先における服用者への配薬時にその配薬の適否を判定可能
な配薬支援システムの汎用性を高めることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一の局面に係る配薬支援システムは、情報端末と薬品分包装置とを備える配薬
支援システムである。そして、前記情報端末は、一又は複数の薬品が服用時期ごとに分包
される複数の分包容器に記載されている第１コード情報から読み取られる第１照合情報と
複数の照合対象物品に記載されている複数の第２コード情報から読み取られる複数の第２
照合情報とを照合する照合処理部と、前記第２照合情報各々の内容をユーザー操作に応じ
て設定する設定処理部と、前記設定処理部による設定内容を出力する出力処理部とを備え
る。また、前記薬品分包装置は、前記設定処理部による設定内容に基づいて設定され、前
記第２照合情報各々を照合可能な前記第１照合情報を示す前記第１コード情報を前記分包
容器に印刷する印刷処理部を備える。
【０００７】
　また、前記配薬支援システムは、前記出力処理部から出力される前記設定処理部による
設定内容を受信し、前記設定内容に基づいて、前記印刷処理部で印刷される前記第１コー
ド情報における前記第１照合情報の内容を設定する印刷設定処理部を備えることが考えら
れる。
【０００８】
　また、複数の前記第２照合情報に、複数の服用者に共通の第１項目の情報と、服用者ご
とに異なる個別の第２項目の情報とが含まれることが考えられる。この場合、前記照合処
理部は、前記第２コード情報から前記第１項目の情報が読み取られた後、次に同じ前記第
１項目について異なる情報が読み取られるまでの間、前記第１コード情報から読み取られ
る前記第１照合情報を照合する際の照合対象として前記第１項目の情報を用いることが考
えられる。
【０００９】
　また、前記設定処理部により設定される複数の前記第２照合情報の内容に前記第２照合
情報の読取順序が含まれることが考えられる。この場合、前記照合処理部は、前記第２照
合情報各々に対応する前記第２コード情報が前記第２照合情報各々の前記読取順序に従っ
て読み取られたか否かを判定することが考えられる。
【００１０】
　また、複数の前記第２照合情報に、服用時期及び服用者識別情報が少なくとも含まれる
ことが考えられる。
【００１１】
　また、本発明に係る照合制御プログラムは、複数の照合対象物品に記載されている複数
の第２コード情報から複数の第２照合情報を読み取る第１ステップと、一又は複数の薬品
が服用時期ごとに分包される複数の分包容器に記載されている第１コード情報から第１照
合情報を読み取る第２ステップと、前記第１照合情報及び複数の前記第２照合情報を照合
する第３ステップと、をプロセッサーに実行させるための照合制御プログラムである。
【００１２】
　また、前記第３ステップでは、複数の照合対象物品に記載されている複数の前記第２コ
ード情報から複数の前記第２照合情報が読み取られてから、前記分包容器に記載されてい
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る前記第１コード情報から前記第１照合情報が読み取られた場合に、前記第１照合情報及
び複数の前記第２照合情報が照合されることが考えられる。
【００１３】
　また、前記照合制御プログラムは、前記第２コード情報から読み取られる複数の前記第
２照合情報に同一項目の情報が含まれる場合に、複数の前記第２照合情報に含まれる前記
同一項目の情報を照合する第４ステップを更にプロセッサーに実行させるための照合制御
プログラムであることが考えられる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、薬包の搬送先における服用者への配薬時にその配薬の適否を判定可能
な配薬支援システムの汎用性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムの概略構成を示すブロック
図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで使用される配薬管理情報
の一例を示す図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムが設置された薬局及び配送
先で実行される配薬作業のフローの一例を示すフローチャートである。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムが設置された薬局及び配送
先で実行される配薬作業のフローの一例を示す模式図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される処方データ発
行処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される処方データ発
行処理で生成される分包データの一例を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される処方データ発
行処理で生成される分包データの他の例を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される薬品分包処理
の手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される薬品分包処理
の分包結果の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される収容時照
合処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される配送時照
合処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される受取時照
合処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される配薬時照
合処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムの概略構成を示す
ブロック図である。
【図１５】図１５は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで用いられる服用
時期シート、食札、及び薬包の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される施設
側設定処理及び印刷設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１７】図１７は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される施設
側設定処理で表示される画面の一例を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される施設
側設定処理で表示される画面の一例を示す図である。
【図１９】図１９は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される施設
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側設定処理で表示される画面の一例を示す図である。
【図２０】図２０は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される配薬
時照合処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図２１】図２１は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される配薬
時照合処理で表示される画面の一例を示す図である。
【図２２】図２２は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される配薬
時照合処理で表示される画面の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、本発明の他の実施の形態に係る配薬支援システムで実行される配薬
時照合処理の手順の他の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
［第１実施形態］
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明し、本発明の理解に供
する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範
囲を限定する性格のものではない。
【００１７】
［配薬支援システム１０］
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る配薬支援システム１０は、調剤支援装置
１、読取端末２、薬品分包装置３、プリンタ４、配薬支援装置５、携帯端末６、及び読取
端末７などを備える。前記調剤支援装置１、前記読取端末２、前記薬品分包装置３、及び
前記プリンタ４は、ネットワークＮ１を介して無線又は有線で通信可能に接続されている
。また、前記配薬支援装置５、前記携帯端末６、及び前記読取端末７は、ネットワークＮ
２を介して無線又は有線で通信可能に接続されている。なお、前記ネットワークＮ１及び
前記ネットワークＮ２は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネット、又はイントラネットなどで
ある。
【００１８】
　前記調剤支援装置１、前記読取端末２、前記薬品分包装置３、及び前記プリンタ４は、
薬品の調剤が行われる薬局Ａに配置される。なお、前記調剤支援装置１は薬局側端末の一
例であるが、その配置場所は、前記ネットワークＮ１に接続可能であれば前記薬局Ａの外
部であってもよい。一方、前記配薬支援装置５、前記携帯端末６、及び前記読取端末７は
、前記薬局Ａで調剤された薬品の配送先となる老健施設Ｂ各々に配置される。前記老健施
設Ｂには、前記薬局Ａで調剤された薬品を服用する複数の服用者が入居する施設である。
なお、前記老健施設Ｂは、予め定められた配薬グループの一例に過ぎず、例えば予め定め
られた複数の服用者の自宅を含む地域又は配送ルートも前記配薬グループの一例である。
また、前記配薬支援装置５は、施設側端末の一例であるが、その配置場所は、前記ネット
ワークＮ２に接続されて前記老健施設Ｂで使用可能であれば前記老健施設Ｂの外部であっ
てもよい。さらに、前記調剤支援装置１が前記配薬支援装置５の機能を兼ねることも考え
られる。
【００１９】
［薬品分包装置３］
　前記薬品分包装置３は、前記調剤支援装置１から入力される処方データに基づいて薬品
を服用時期ごとに薬包８１（図４参照）で分包することが可能な調剤機器である。例えば
、前記薬品分包装置３は、錠剤を分包する錠剤分包機又は散薬を分包する散薬分包機であ
る。具体的に、前記錠剤分包機は、複数種類の錠剤が収容された複数の薬剤カセットを有
し、処方データに従って前記薬剤カセットから錠剤を払い出して服用時期ごとに前記薬包
８１で包装する分包動作を実行する。また、前記散薬分包機は、投入された散薬を処方デ
ータに従って服用時期ごとに前記薬包８１で包装する分包動作を実行する。これらの分包
動作に用いられる前記薬包８１が分包容器の一例である。さらに、前記錠剤分包機又は前
記散薬分包機が、錠剤及び散薬を服用時期ごとに一包化することが可能な構成も考えられ
る。なお、前記薬品分包装置３では、前記薬品分包装置３に設けられた連続する長尺状の
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薬包シートの一部の加熱溶融により前記薬包８１が形成され、前記薬包８１各々の間には
切り離しを容易に行うためのミシン目が形成される。
【００２０】
　前記薬品分包装置３は、前記薬品分包装置３を制御する制御部３１、及び前記薬包８１
に情報を印刷する分包プリンタ３２を備える。前記制御部３１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及び
ＲＡＭなどを備える。前記分包プリンタ３２は、前記制御部３１からの制御指示に従って
、前記薬包８１に、前記薬包８１に収容される薬品を服用する服用者を示す服用者ＩＤ（
服用者識別情報の一例）、前記薬包８１に収容される薬品の服用時期、及び予め定められ
た配送先識別情報を含む第１配薬情報を印刷する。前記配送先識別情報は、前記薬包８１
の薬品の服用者が入居している前記老健施設Ｂを示す配送先ＩＤ又は配送先名などの情報
であって、後述の服用者マスターに登録されている。なお、前記服用時期を示す文字に代
えて、又は前記服用時期を示す文字と共に、前記服用時期ごとに予め定められた服用時期
コードの数字（例えば２桁の数字）又は前記服用時期を示すピクトグラムなどの画像が前
記薬袋８１に印刷されることも考えられる。ここで、前記服用時期コードの数字は文字と
して印刷されてもよいが、前記薬品分包装置３が前記ピクトグラムを印刷する機能を有す
る場合には、前記制御部３１がその機能を利用して、前記服用時期コードの数字の画像と
して予め登録された画像を前記ピクトグラムに代えて印刷することも考えられる。これに
より、既存のシステムにおいて前記薬包８１に前記服用時期コードの数字を印刷させるこ
とが可能である。
【００２１】
　特に、前記薬品分包装置３では、前記分包プリンタ３２により、前記第１配薬情報を示
す一次元コード又は二次元コード等のコード８１１（図４参照）が前記薬包８１に印刷さ
れる。ここに、前記分包プリンタ３２を用いて前記薬包８１に前記第１配薬情報を印刷す
るときの前記制御部３１が第１記録部の一例である。なお、前記薬包８１に貼付されるラ
ベルなどの第１記録媒体に前記第１配薬情報が印刷されることも他の実施形態として考え
られる。また、前記薬包８１にＩＣタグのような第１記録媒体が付されることも考えられ
る。この場合、前記薬品分包装置３が、前記第１記録媒体に前記第１配薬情報を記録する
ＩＣリーダーライタのような記録手段を備える構成が考えられる。
【００２２】
　また、前記薬品分包装置３は、一の服用者が服用する薬品を服用時期ごとに一連の前記
薬包８１に連続して分包する服用者別分包処理と、予め定められた配薬グループに属する
複数の服用者が服用する薬品を服用時期ごとに並べて一連の前記薬包８１に連続して分包
する時期別分包処理とを実行可能である。前記薬品分包装置３では、前記服用者別分包処
理及び前記時期別分包処理のいずれが実行される場合でも、前記分包プリンタ３２によっ
て前記薬包８１各々に前記コード８１１が印刷される。
【００２３】
　なお、前記時期別分包処理が実行される場合には、前記一連の薬包８１を切り離すこと
なく配送することも考えられるため、前記分包プリンタ３２により最初又は最後の前記薬
包８１のみに前記コード８１１が印刷されることも他の実施形態として考えられる。この
場合、後述の収容時照合処理（図１０参照）において、前記服用時期ごとに連なった前記
薬包８１のうち最初又は最後の前記薬包８１に印刷された前記第１配薬情報が照合の対象
となる。
【００２４】
［プリンタ４］
　前記プリンタ４は、予め定められた配薬グループに属する複数の服用者の前記薬包８１
を同一服用時期ごとに纏めて収容する際に使用される薬袋８２（配送容器の一例：図４参
照）に貼付されるラベル８２１（第２記録媒体の一例：図４参照）に情報を印刷するため
に用いられる。具体的に、前記プリンタ４は、前記調剤支援装置１からの制御指示に従っ
て、前記ラベル８２１に、前記薬袋８２に収容される前記薬包８１に対応する服用時期及
び予め定められた配送先識別情報を含む第２配薬情報を印刷（記録）する。特に、前記プ
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リンタ４は、前記ラベル８２１に、前記第２配薬情報を示す一次元コード又は二次元コー
ド等のコード８２２（図４参照）を印刷する。そして、前記ラベル８２１は、前記薬袋８
２に貼付して用いられる。なお、前記配送先識別情報は、前記薬包８１の薬品の服用者が
入居している前記老健施設Ｂを示す情報であって、後述の服用者マスターに予め登録され
ている。
【００２５】
　前記ラベル８２１は、前記薬袋８２に前記第２配薬情報を記録するための手段の一例で
あり、前記プリンタ４によって前記薬袋８２に前記第２配薬情報が直接印刷されることも
他の実施形態として考えられる。また、前記薬袋８２にＩＣタグのような第２記録媒体が
付されることも考えられる。この場合、前記調剤支援装置１が、前記第２記録媒体に前記
第２配薬情報を記録するＩＣリーダーライタのような記録手段を備える構成が考えられる
。なお、前記プリンタ４は、前記調剤支援装置１から受信するプリントデータに従って、
前記処方データに対応する処方箋を印刷するためにも利用される。
【００２６】
［調剤支援装置１］
　前記調剤支援装置１は、制御部１１、データ記憶部１２、通信インターフェース１３、
表示装置１４、操作装置１５、及びドライブ装置１６などを備えるパーソナルコンピュー
タである。前記調剤支援装置１の単体を本発明に係る配薬支援システムとして捉えてもよ
い。また、前記調剤支援装置１には、前記調剤支援装置１に処方データを入力する電子カ
ルテシステム又は処方入力端末などの上位システム（不図示）が前記ネットワークＮ１を
介して接続されている。なお、前記調剤支援装置１において前記操作装置１５を用いて処
方データが入力可能な構成も考えられる。
【００２７】
　前記制御部１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を備える。前記ＣＰＵは、各種の制
御プログラムに従って処理を実行することにより前記調剤支援装置１を制御するプロセッ
サーである。前記ＲＯＭは、前記ＣＰＵにより実行されるＢＩＯＳ等のプログラムが予め
記憶された不揮発性メモリである。前記ＲＡＭは、前記ＣＰＵによる各種の制御プログラ
ムの展開及びデータの一時記憶に用いられる揮発性メモリ又は不揮発性メモリである。
【００２８】
　前記データ記憶部１２は、前記制御部１１によって実行される各種のアプリケーション
プログラム及び各種のデータを記憶するハードディスク又はＳＳＤ等の不揮発性の記憶手
段である。具体的に、前記データ記憶部１２には、後述の処方データ発行処理（図５参照
）、収容時照合処理（図１０参照）及び配送時照合処理(図１１参照)などを前記制御部１
１に実行させるための調剤支援プログラムが記憶されている。
【００２９】
　例えば、前記制御部１１は、前記調剤支援プログラムに従って各種の処理を実行するこ
とにより、第２記録部１１１、判定部１１２、及び第１報知部１１３として機能する。
【００３０】
　前記第２記録部１１１は、前記プリンタ４を用いて、予め定められた前記老健施設Ｂ（
配薬グループ）に属する複数の服用者の前記薬包８１を同一服用時期ごとに収容する際に
用いられる前記薬袋８２に付される前記ラベル８２１に、前記服用時期及び前記老健施設
Ｂの配送先識別情報を含む前記第２配薬情報である前記コード８２２を印刷（記録）する
。
【００３１】
　前記判定部１１２は、前記薬包８１から読み取られる前記第１配薬情報の前記服用時期
及び前記配送先識別情報と前記薬袋８２から読み取られる前記第２配薬情報の前記服用時
期及び前記配送先識別情報とが一致するか否かを判定する。なお、前記第１配薬情報及び
前記第２配薬情報の読み取りは前記読取端末２によって行われる。
【００３２】
　前記第１報知部１１３は、前記判定部１１２の判定結果を報知する。例えば、前記第１
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報知部１１３は、前記判定部１１２の判定結果が一致であるか否かを、前記読取端末２又
は前記表示装置１４に表示させる。なお、前記第１報知部１１３は、前記判定部１１２の
判定結果が一致でない場合にのみエラーメッセージを表示させることも考えられる。
【００３３】
　また、前記データ記憶部１２には、薬品マスター、服用者マスター、薬剤師マスター、
処方箋区分マスター、診療科マスター、及び病棟マスターなどの各種データベースも記憶
されている。例えば、前記薬品マスターには、薬品コード、薬品名、ＪＡＮコード（又は
ＲＳＳ）、薬瓶コード、区分（剤形：散薬、錠剤、水剤、外用薬など）、比重、薬品種（
普通薬、毒薬、麻薬、劇薬、抗精神薬、治療薬など）、配合変化、賦形薬品、注意事項な
どの情報が含まれる。さらに、前記薬品マスターには、薬品ごとに発現するおそれのある
副作用に関する副作用関連情報も含まれる。これにより、前記調剤支援装置１において、
前記制御部１１は、例えば副作用の内容が選択された場合に、その副作用の原因となって
いる可能性の高い薬品を前記副作用関連情報と前記処方データとに基づいて特定する被疑
薬特定処理を実行することも可能である。また、前記服用者マスターには、服用者各々の
服用者ＩＤ、氏名、性別、年齢、住所、既往歴、家族情報、診療科、及び入院病棟と共に
、入居先の前記老健施設Ｂに対応する前記配送先識別情報などの情報が含まれる。なお、
前記服用者とは、前記老健施設Ｂに入居している入居者、及び医療機関で診療を受けてい
る患者を含む概念である。
【００３４】
　また、前記データ記憶部１２は、処方データ記憶部１２１及び配薬管理情報記憶部１２
２を有する。前記処方データ記憶部１２１は、前記上位システム（不図示）から取得する
前記処方データをデータベース形式で記憶する。前記処方データには、例えば処方箋交付
年月日、オーダーナンバー、処方区分、ＢＣＤ、服用者ＩＤ、服用者名、服用者生年月日
、薬品情報（薬品コード、薬品名、用量など）、剤形情報（内服、外用など）、用法情報
（服用時期を含む）、診療種別（外来、入院など）、診療科などの情報が含まれる。
【００３５】
　前記配薬管理情報記憶部１２２は、配送先識別情報と服用時期と服用者識別情報とが対
応付けられた配薬管理情報Ｄ１を記憶する。ここに、図２は、前記配薬管理情報Ｄ１の一
例を示す図である。図２に示すように、前記配薬管理情報Ｄ１では、配送日と、配送先識
別情報である前記老健施設Ｂの配送先ＩＤ及び老健施設名と、服用時期と、前記服用者識
別情報である前記服用者ＩＤ及び氏名とが対応付けて記憶されている。
【００３６】
　具体的に、前記制御部１１は、前記上位システム（不図示）から入力される複数の服用
者の処方データ及び前記服用者マスターに基づいて、前記配薬管理情報Ｄ１を生成する。
なお、図２に示す前記配薬管理情報Ｄ１では、１日分の服用時期に対応する情報が示され
ているが、これに限定されない。例えば、前記制御部１１は、複数日分又は１週間分など
、前記薬局Ａから前記老健施設Ｂに同時に配送される予め定められた任意の服用期間に対
応する前記配薬管理情報Ｄ１を生成する。
【００３７】
　また、図２に示す前記配薬管理情報Ｄ１では、前記老健施設Ｂとして二つの老健施設Ｂ
１及び老健施設Ｂ２が登録されている場合を例に挙げて説明するが、一つ又は三つ以上の
前記老健施設Ｂが配送先として予め登録されていてもよい。さらに、本実施の形態では、
前記老健施設Ｂが一つの配薬グループとして設定されている場合について説明するが、例
えば前記老健施設Ｂにおいて複数の服用者が入居している部屋又はフロアを前記配薬グル
ープとして設定することも可能である。
【００３８】
　前記通信インターフェース１３は、前記ネットワークＮ１を介して前記読取端末２、前
記薬品分包装置３、及び前記プリンタ４との間で、予め定められた通信プロトコルに従っ
て無線又は有線でデータ通信を実行するネットワークカード等を有する。前記表示装置１
４は、前記制御部１１からの制御指示に従って各種の情報を表示する液晶ディスプレイ又
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は有機ＥＬディスプレイなどの表示手段である。前記操作装置１５は、前記調剤支援装置
１に各種の情報を入力するためにユーザーによって操作される操作手段である。具体的に
、前記操作装置１５は、前記表示装置１４の表示画面に従った各種の情報の入力操作を受
け付けるキーボード及びマウス（ポインティングデバイス）を含む。
【００３９】
　前記ドライブ装置１６は、前記調剤支援プログラムが記録されたコンピュータ読み取り
可能な記録媒体１７から前記調剤支援プログラムを読み取ることが可能である。前記記録
媒体１７は、ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ、又はＵＳＢメモリなどである。そして、前記調剤支援
装置１では、前記制御部１１により、前記記録媒体１７から前記ドライブ装置１６で読み
取られた前記調剤支援プログラムが前記データ記憶部１２にインストールされる。
【００４０】
［読取端末２］
　前記読取端末２は、前記薬包８１及び前記薬袋８２に付されている前記コード８１１及
び前記コード８２２から前記第１配薬情報及び前記第２配薬情報を読み取るバーコードリ
ーダーなどの読取手段である。前記読取端末２により読み取られる前記第１配薬情報及び
前記第２配薬情報は、前記調剤支援装置１に入力される。なお、前記薬包８１又は前記薬
袋８２に前記第１配薬情報又は前記第２配薬情報が記録されるＩＣタグなどの第１記録媒
体又は第２記録媒体が付される場合、前記読取端末２は、前記第１記録媒体又は前記第２
記録媒体から情報を読み取るＩＣリーダーライタのような読取手段である。また、前記読
取端末２は、前記コード８１１及び前記コード８２２から情報を読み取ることができるも
のであれば、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、メディアプレーヤー、又はタブレット
端末などの携帯端末であってもよい。
【００４１】
［配薬支援装置５］
　一方、前記配薬支援装置５は、制御部５１、データ記憶部５２、通信インターフェース
５３、表示装置５４、操作装置５５、及びドライブ装置５６などを備えるパーソナルコン
ピュータである。
【００４２】
　前記制御部５１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等を備える。前記ＣＰＵは、各種の制
御プログラムに従って処理を実行することにより前記配薬支援装置５を制御するプロセッ
サーである。前記ＲＯＭは、前記ＣＰＵにより実行されるＢＩＯＳ等のプログラムが予め
記憶された不揮発性メモリである。前記ＲＡＭは、前記ＣＰＵによる各種の制御プログラ
ムの展開及びデータの一時記憶に用いられる揮発性メモリ又は不揮発性メモリである。
【００４３】
　前記データ記憶部５２は、前記制御部５１によって実行される各種のアプリケーション
プログラム及び各種のデータを記憶するハードディスク又はＳＳＤ等の不揮発性の記憶手
段である。具体的に、前記データ記憶部５２には、後述の受取時照合処理（図１２参照）
及び配薬時照合処理(図１３参照)などを前記制御部５１に実行させるための配薬支援プロ
グラムが記憶されている。
【００４４】
　例えば、前記制御部５１は、前記配薬支援プログラムに従って各種の処理を実行するこ
とにより、表示制御部５１１、配送先判定部５１２、及び第２報知部５１３として機能す
る。
【００４５】
　前記表示制御部５１１は、前記薬包８１から前記第１配薬情報が読み取られた場合に前
記第１配薬情報の前記服用者ＩＤに対応する前記服用者の顔画像を前記データ記憶部５２
から読み出して表示する。具体的に、前記表示制御部５１１は、前記携帯端末６によって
前記第１配薬情報が読み取られた場合に、前記マスター記憶部５２１に記憶されている後
述の入居者マスターに基づいて前記服用者の顔画像を前記携帯端末６に表示させる。
【００４６】



(11) JP 6766513 B2 2020.10.14

10

20

30

40

50

　前記配送先判定部５１２は、前記配送先において前記薬袋８２から読み取られる前記第
２配薬情報の前記配送先識別情報と前記配送先に対応する前記配送先識別情報とが一致す
るか否かを判定する。即ち、前記配送先判定部５１２は、前記配送先が前記薬袋８２を配
送するべき配送先として正しいか否かを判定する。
【００４７】
　前記第２報知部５１３は、前記配送先判定部５１２による判定結果を報知する。例えば
、前記第２報知部５１３は、前記配送先判定部５１２の判定結果が一致であるか否かを、
前記表示装置５４又は前記読取端末７に表示させることが考えられる。なお、前記第２報
知部５１３は、前記配送先判定部５１２の判定結果が一致でない場合にのみエラーメッセ
ージを表示させることも考えられる。
【００４８】
　また、前記データ記憶部５２は、マスター記憶部５２１及び変換情報記憶部５２２を有
する。前記マスター記憶部５２１には、前記老健施設Ｂに入居している入居者について、
入居者ＩＤ、入居者名、顔画像、病歴、又は薬歴などの情報を含む入居者マスターが記憶
される。なお、前記顔画像は、入居者の外観を示す顔写真又は似顔絵などの画像として予
め登録される。
【００４９】
　前記変換情報記憶部５２２には、前記薬局Ａで管理されている前記服用者マスターと前
記老健施設Ｂで管理されている前記入居者マスターとの互換を実現するために予め定めら
れた変換情報が記憶されている。例えば、前記変換情報は、前記服用者ＩＤと前記入居者
ＩＤとの対応関係を示す情報である。なお、前記服用者マスターにおける前記服用者ＩＤ
が、前記老健施設Ｂに対応する前記配送先識別情報及び前記入居者ＩＤを結合したもので
あることも考えられる。
【００５０】
　これにより、前記配薬支援装置５では、前記制御部５１が、前記薬局Ａで管理されてい
る前記服用者マスターにおける前記服用者ＩＤを前記変換情報に基づいて前記入居者ＩＤ
に変換することが可能である。従って、前記配薬支援システム１０では、前記薬局Ａ側の
システムと前記老健施設Ｂ側のシステムとを切り離して構成することが可能であり、前記
老健施設Ｂ側の前記入居者マスターの情報を前記薬局Ａ側に伝える必要がない。
【００５１】
　前記通信インターフェース５３は、前記ネットワークＮ１を介して前記調剤支援装置１
等との間で、予め定められた通信プロトコルに従って無線又は有線でデータ通信を実行す
るネットワークカード等を有する。前記表示装置５４は、前記制御部５１からの制御指示
に従って各種の情報を表示する液晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイなどの表示手
段、及び前記制御部５１からの制御指示に従って音声を出力するスピーカー等を備える端
末側表示部の一例である。前記操作装置５５は、前記配薬支援装置５に各種の情報を入力
するためにユーザーによって操作される操作手段である。具体的に、前記操作装置５５は
、前記表示装置５４の表示画面に従った各種の情報の入力操作を受け付けるキーボード及
びマウス（ポインティングデバイス）を含む。
【００５２】
　前記ドライブ装置５６は、前記配薬支援プログラムが記録されたコンピュータ読み取り
可能な記録媒体５７から前記配薬支援プログラムを読み取ることが可能である。前記記録
媒体５７は、ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ、又はＵＳＢメモリなどである。そして、前記配薬支援
装置５では、前記制御部５１により、前記記録媒体５７から前記ドライブ装置５６で読み
取られた前記配薬支援プログラムが前記データ記憶部５２にインストールされる。
【００５３】
［携帯端末６］
　前記携帯端末６は、例えば携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、メディアプレーヤー、
又はタブレット端末などであって、前記老健施設Ｂにおいて、前記薬袋８２に収容された
前記薬包８１を服用者に配薬する配薬担当者によって持ち運ばれる。前記携帯端末６は、
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制御部６１及びカメラ６２を備える。
【００５４】
　前記制御部６１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭなどを備え、前記携帯端末６を制御す
る。なお、前記携帯端末６では、前記制御部６１により、予めインストールされたアプリ
ケーションプログラムに従って各種の処理が実行される。前記カメラ６２は、画像又は映
像を撮影する撮影手段である。そして、前記制御部６１は、前記カメラ６２で撮影される
画像又は映像に含まれる一次元コード又は二次元コードを読み取るコード読取機能を有す
る。具体的に、前記携帯端末６では、前記コード読取機能を用いて、前記薬包８１及び前
記薬袋８２に印刷されている一次元コード又は二次元コードから情報を読み取ることが可
能である。そして、前記制御部６１は、前記カメラ６２を用いて読み取った情報を前記配
薬支援装置５に送信する。なお、前記携帯端末６は、各種の情報を表示する表示部及び各
種の操作を受け付ける操作部なども備えている。
【００５５】
［読取端末７］
　前記読取端末７は、前記読取端末２と同様に、前記薬包８１又は前記薬袋８２などに印
刷されている一次元コード又は二次元コードから情報を読み取るバーコードリーダーなど
の読取手段である。そして、前記読取端末７により読み取られる情報は、前記配薬支援装
置５に入力される。なお、前記薬包８１又は前記薬袋８２にＩＣタグなどの記録媒体が付
される場合、前記読取端末７は、前記記録媒体から情報を読み取るＩＣリーダーライタの
ような読取手段である。なお、前記携帯端末６を前記読取端末７として利用し、前記読取
端末７を省略することも可能である。
【００５６】
［配薬作業の一例］
　続いて、図３及び図４を参照しつつ、前記配薬支援システム１０が使用される前記薬局
Ａ及び前記老健施設Ｂにおいて実行される配薬作業のフローについて説明する。具体的に
、図３に示すステップＳ１～Ｓ５は前記薬局Ａで実行され、ステップＳ６～Ｓ７は前記老
健施設Ｂで実行される。なお、図４は、前記薬局Ａから前記老健施設Ｂの一例である前記
老健施設Ｂ１及び前記老健施設Ｂ２に薬品が配送される場合の前記配薬作業のフローを模
式的に示す図である。
【００５７】
＜ステップＳ１＞
　まず、前記調剤支援装置１では、前記制御部１１が、前記操作装置１５のユーザー操作
に応じて、薬品を配送する前記老健施設Ｂを選択し、前記老健施設Ｂに対応する処方デー
タを発行する処方データ発行処理を実行する（Ｓ１）。
【００５８】
＜ステップＳ２＞
　そして、前記調剤支援装置１では、前記制御部１１が、前記ステップＳ１で発行された
前記処方データ各々に基づいて分包データを生成し、その分包データを前記薬品分包装置
３に入力することにより、前記薬品分包装置３による自動調剤が開始される（Ｓ２）。こ
れにより、図４に示すように、前記老健施設Ｂ各々に属する服用者が服用する薬品が収容
された前記薬包８１各々が得られる。
【００５９】
　また、前記ステップＳ２において、前記薬品分包装置３では、前記制御部３１が、前記
分包プリンタ３２を用いて、図４に示すように、前記第１配薬情報を示す前記コード８１
１を前記薬包８１に印刷させる。前記第１配薬情報には、前記服用者ＩＤ、前記服用時期
及び前記配送先識別情報が含まれる。なお、前記薬包８１には、服用者名、服用日時、及
び服用時期なども印刷される。また、前記第１配薬情報に、服用日時の情報が含まれてい
ることも考えられる。
【００６０】
　さらに、前記ステップＳ２において、前記制御部１１は、前記プリンタ４を用いて、図
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４に示すように、前記第２配薬情報を示す前記コード８２２を、前記薬袋８２に貼付され
る前記ラベル８２１に印刷させる。前記第２配薬情報には、前記服用時期及び前記配送先
識別情報が含まれる。なお、前記薬袋８２には、老健施設名、服用日時、及び服用時期な
ども印刷される。
【００６１】
＜ステップＳ３＞
　前記薬品分包装置３による調剤作業が完了すると、続いて、鑑査担当の薬剤師は、前記
薬品分包装置３で調剤された薬品の鑑査を行う（Ｓ３）。なお、前記鑑査には、前記薬品
分包装置３により調剤された薬品を撮像し、その撮像された画像に基づいて自動的に鑑査
を行う画像鑑査システムが利用されることも考えられる。例えば、前記薬品分包処理にお
いて前記時期別分包処理が実行された場合、前記画像鑑査システムでは、老健施設単位で
前記服用時期ごとに並べられた前記薬包８１各々の画像が分割され、前記服用者単位で前
記服用時期ごとに並べた鑑査用画像が生成される。そして、前記画像鑑査システムは、前
記鑑査用画像に基づいて前記薬品分包装置３により調剤された薬品を鑑査する。
【００６２】
＜ステップＳ４＞
　次に、配送担当者は、図４に示すように、前記老健施設Ｂ各々に配送するべき前記薬包
８１各々を前記薬包８１の服用時期及び配送先に対応する前記薬袋８２に収容する（Ｓ４
）。このとき、配送担当者は、前記読取端末２を用いて、前記薬包８１及び前記薬袋８２
各々から前記第１配薬情報及び前記第２配薬情報を読み取る。これにより、前記調剤管理
装置１の制御部１１は、後述の収容時照合処理において前記第１配薬情報と前記第２配薬
情報とが一致するか否かを判定する。
【００６３】
＜ステップＳ５＞
　その後、配送担当者は、前記薬袋８２各々を前記配送先に配送する（Ｓ５）。このとき
、配送担当者は、前記読取端末２を用いて、前記薬袋８２各々から前記第２配薬情報を読
み取る。これにより、前記調剤管理装置１の制御部１１は、後述の配送時照合処理におい
て前記配送先に配送するべき前記薬袋８２に漏れがあるか否かを判定する。
【００６４】
＜ステップＳ６＞
　次に、前記老健施設Ｂ各々では、前記薬局Ａから前記薬袋８２各々を受け取ると、配薬
担当者が、前記読取端末７を用いて前記薬袋８２のコード８２２から前記第２配薬情報を
読み取る（Ｓ６）。これにより、前記配薬支援装置５の制御部５１は、後述の薬品受取処
理において、前記第２配薬情報に含まれる配送先識別情報と前記読取端末７が配置された
前記老健施設Ｂの配送先識別情報とが一致するか否かを判定する。
【００６５】
＜ステップＳ７＞
　その後、前記老健施設Ｂの配薬担当者は、服用時期ごとに、その服用時期に対応する前
記薬袋８２に収容されている前記薬包８１各々を入居者に配薬する（Ｓ７）。このとき、
前記配薬作業では、複数の服用者の前記薬包８１が前記服用時期ごとに纏めて前記薬袋８
２に収容されているため、配送先である前記老健施設Ｂでは、服用時期ごとに前記薬袋８
２から複数の服用者の前記薬包８１を取り出して服用者各々に容易に投薬することが可能
である。また、前記ステップＳ７において、配薬担当者は、前記携帯端末６を用いて前記
薬包８１各々から前記第１配薬情報を読み取る。これにより、前記配薬支援装置５の制御
部５１は、後述の配薬時照合処理において、前記第１配薬情報に含まれる前記服用者ＩＤ
に基づいて前記服用者ＩＤに対応する入居者の顔画像６４を前記データ記憶部５２のマス
ター記憶部５２１に記憶されている前記入居者マスターから読み出して前記携帯端末６に
表示させる。
【００６６】
［配薬支援システム１０で実行される各種の処理］
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　以下、図５～図１３を参照しつつ、前記配薬作業（図３参照）が実行される場合に、前
記配薬支援システム１０において実行される各種の処理の一例について説明する。なお、
前記配薬支援システム１０において実行される各種の処理の実行主体はここで説明するも
のに限らず、前記配薬支援システム１０を構成する各種の装置の制御部により実行されれ
ばよい。
【００６７】
［処方データ発行処理］
　まず、図５を参照しつつ、前記ステップＳ１において前記調剤支援装置１の制御部１１
によって実行される処方データ発行処理について説明する。
【００６８】
＜ステップＳ１１＞
　ステップＳ１１において、前記制御部１１は、一又は複数の前記老健施設Ｂについて処
方データの発行操作が行われたか否かを判断する。具体的に、前記制御部１１は、前記調
剤支援装置１における前記操作装置１５のユーザー操作に応じて、一又は複数の前記老健
施設Ｂを選択し、前記老健施設Ｂ各々の処方データの発行操作を受け付ける。そして、前
記処方データの発行操作が行われると（Ｓ１１：Ｙｅｓ）、処理がステップＳ１２に移行
する。なお、前記処方データの発行操作が行われるまでの間は（Ｓ１１：Ｎｏ）、処理が
前記ステップＳ１１で待機する。
【００６９】
＜ステップＳ１２＞
　ステップＳ１２において、前記制御部１１は、前記老健施設Ｂ各々に属する前記服用者
各々の前記処方データを、当該服用者が属する老健施設単位で同一服用時期ごとに分解し
て並べた分包データを生成する。
【００７０】
　例えば、前記制御部１１は、図６に示すように、「老健施設Ｂ１」及び「老健施設Ｂ２
」ごとに属する複数の服用者の処方データをグループ化したグループ処方データを生成す
る。その後、前記制御部１１は、図７に示すように、前記グループ処方データに基づいて
、「老健施設Ｂ１」及び「老健施設Ｂ２」に属する服用者各々に対応する処方データを服
用時期ごとに並び替えた分包データを生成する。また、前記分包データには、服用時期に
対応する薬品が存在しない服用者についてもその旨を示すデータ（空データ）が含まれて
いる。
【００７１】
＜ステップＳ１３＞
　そして、ステップＳ１３において、前記制御部１１は、前記薬品分包装置３に前記分包
データを出力する。これにより、前記薬品分包装置３では、前記分包データに従って後述
の薬品分包処理（図８参照）が実行される。なお、前記調剤支援装置１が接続された前記
プリンタ４等により前記分包データを示す一次元コード又は二次元コードなどを印刷出力
することも他の実施形態として考えられる。これにより、前記薬品分包装置３では、前記
印刷された用紙から前記分包データをハーコードリーダー等によって読み取ることにより
、前記分包データに従った分包動作を行うことが可能である。
【００７２】
［薬品分包処理］
　次に、図８を参照しつつ、前記ステップＳ２において前記薬品分包装置３の制御部３１
によって実行される薬品分包処理について説明する。なお、本実施の形態では、前記薬品
分包処理として前記時期別分包処理が実行される場合を例に挙げて説明するが、前記服用
者別分包処理が実行されてもよい。
【００７３】
＜ステップＳ２１＞
　まず、ステップＳ２１において、前記制御部３１は、前記調剤支援装置１からの前記分
包データの入力を待ち受ける（Ｓ２１：Ｎｏ）。そして、前記分包データが入力されたと
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判断すると（Ｓ２１：Ｙｅｓ）、前記制御部３１は、処理をステップＳ２２に移行させる
。
【００７４】
＜ステップＳ２２＞
　ステップＳ２２において、前記制御部３１は、前記分包データのうち一つ目の前記老健
施設Ｂ１を分包対象として設定する。具体的に、図７に示した前記分包データが入力され
た場合、前記制御部１１は、初めの前記ステップＳ２２において、「老健施設Ｂ１」を分
包対象として設定する。そして、二回目以降に前記ステップＳ２２が実行された場合、前
記制御部１１は二つ目以降の前記病室を順に分包対象として設定する。即ち、図７に示し
た前記分包データが入力された場合、前記制御部３１は、二回目の前記ステップＳ２２に
おいて、「老健施設Ｂ２」を分包対象として設定する。
【００７５】
＜ステップＳ２３＞
　ステップＳ２３において、前記制御部３１は、前記分包データのうち前記ステップＳ２
２で分包対象として選択された前記老健施設Ｂに対応する一つ目の服用時期を分包対象と
して分包を開始する。
【００７６】
　具体的に、図７に示した前記分包データが入力されている場合、前記制御部３１は、初
めの前記ステップＳ２３において、「老健施設Ｂ１」の「△月△日朝食後」の服用時期を
分包対象として分包を開始する。そして、二回目以降に前記ステップＳ２３が実行された
場合、前記制御部３１は、二つ目以降の前記服用時期について順に分包対象として分包を
開始する。即ち、図７に示した前記分包データが入力されている場合、前記制御部３１は
、二回目の前記ステップＳ２３において、「老健施設Ｂ１」の「△月△日昼食後」の服用
時期を分包対象として分包を開始する。
【００７７】
　ここに、図９（Ａ）は、図７に示した前記分包データに基づいて前記薬品分包処理が実
行された場合の分包結果の一例を示す図である。図９（Ａ）に示す分包結果では、同一の
前記老健施設Ｂに属する複数の服用者が服用する薬品が服用時期ごとに連続して分包され
ている。具体的に、前記老健施設Ｂ１の服用者「湯山一郎」、「湯山二郎」、「湯山三郎
」に対応する前記薬包８１が、△月△日の朝食後、昼食後、夕食後ごとに連続して形成さ
れている。なお、△月△日の後には、次の日である△月□日についても同様の形態で分包
される。
【００７８】
　また、前記処方データに、前記薬包８１に分包されない目薬、水剤、又は外用薬などの
分包外薬品の情報（種類、使用時期など）が含まれる場合には、前記分包データに、前記
薬品分包装置３で分包される薬品のデータに加えて前記分包外薬品の情報が含まれること
が考えられる。この場合、前記制御部３１は、前記分包外薬品の使用時期に対応する前記
薬包８１に、前記分包外薬品が存在する旨及び前記分包外薬品の内容などの情報を文字又
はピクトグラム（画像）で印刷することが考えられる。これにより、前記薬包８１の配薬
時に前記分包外薬品の存在を容易に把握することができ、前記分包外薬品の使用忘れを抑
制することができる。また、前記分包外薬品の使用時期に対応する前記薬包８１が存在し
ない場合でも、前記制御部３１が、空の前記薬包８１を出力してその薬包８１に前記分包
外薬品が存在する旨及び前記分包外薬品の内容などの情報を文字又はピクトグラム（画像
）で印刷することが考えられる。これにより、前記薬包８１の服用時期と異なる時期に使
用するべき前記分包外薬品が存在する場合でも、前記薬包８１を参照することにより前記
分包外薬品の存在を容易に把握することができ、前記分包外薬品の使用忘れを抑制するこ
とができる。
【００７９】
＜ステップＳ２４＞
　次に、ステップＳ２４において、前記制御部３１は、前記分包データに含まれた前記服
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用者各々のデータについて当該服用時期に服用するべき薬品が存在するか否かを順に判断
する。そして、前記制御部３１は、当該データに服用時期に服用するべき薬品が存在しな
い場合、即ち当該データが空データである場合（Ｓ２４：Ｎｏ）、処理をステップＳ２４
１に移行させる。一方、当該データに服用時期に服用するべき薬品が存在している場合、
即ち当該データが空データではない場合（Ｓ２４：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ２５に移
行させる。
【００８０】
＜ステップＳ２５＞
　ステップＳ２５において、前記制御部３１は、前記分包データに含まれた当該データに
ついて分包動作を実行する。具体的に、前記制御部３１は、前記分包プリンタ３２により
、服用者の氏名及び服用時期と前記第１配薬情報を示す前記コード８１１とを前記薬包８
１に印刷すると共に、当該データに対応する薬品を前記薬包８１に分包する。
【００８１】
＜ステップＳ２４１＞
　一方、ステップＳ２４１において、前記制御部３１は、当該服用時期に服用するべき薬
品が存在しない旨が前記分包プリンタ３２により印刷された空の前記薬包８１を作成する
。具体的に、空の前記薬包８１には、服用者の氏名及び服用時期と、前記コード８１１と
、薬がない旨を示す情報（お薬はありません）とが印刷される。
【００８２】
＜ステップＳ２６＞
　そして、ステップＳ２６において、前記制御部３１は、前記ステップＳ２３で開始され
た同一服用時期についての分包が終了したか否かを判断する。ここで、前記同一服用時期
の分包が終了したと判断すると（Ｓ２６：Ｙｅｓ）、前記制御部３１は処理をステップＳ
２７に移行させる。一方、前記同一服用時期の分包が終了していないと判断すると（Ｓ２
６：Ｎｏ）、前記制御部３１は処理を前記ステップＳ２４に戻す。
【００８３】
＜ステップＳ２７＞
　ステップＳ２７において、前記制御部３１は、前記ステップＳ２２で分包対象として設
定された同一の前記老健施設Ｂについての全服用時期の分包が終了したか否かを判断する
。ここで、前記全服用時期の分包が終了したと判断すると（Ｓ２７：Ｙｅｓ）、前記制御
部３１は処理をステップＳ２８に移行させる。一方、前記全服用時期の分包が終了してい
ないと判断すると（Ｓ２７：Ｎｏ）、前記制御部３１は処理をステップＳ２７１に移行さ
せる。
【００８４】
＜ステップＳ２７１＞
　ステップＳ２７１において、前記制御部３１は、前記服用時期が切り替わるタイミング
を明示するための分包の区切り処理を実行し、処理を前記ステップＳ２３に戻す。例えば
、前記区切り処理は、空の前記薬包８１を一つ設けることである。これにより、当該薬品
分包処理による分包結果として得られる前記薬包８１が連続して形成された薬包シートに
おいて服用時期の切り替わりのタイミングを容易に把握することができる。なお、空の前
記薬包８１には、その前に連なっている各薬包８１の内容に関する検薬用、鑑査用の各種
情報が印字されてもよい。また、前記区切り処理は、前記薬包８１が連続して形成された
薬包シートを一度切断することであってもよい。これにより、前記薬品分包装置３におい
て、自動的に服用時期ごとの前記薬包８１の連続体を得ることができる。なお、前記区切
り処理を省略することも他の実施形態として考えられる。
【００８５】
＜ステップＳ２８＞
　そして、ステップＳ２８では、前記分包データに含まれた全ての前記老健施設Ｂについ
ての分包が終了したか否かを判断する。ここで、前記老健施設Ｂ各々の分包が終了したと
判断すると（Ｓ２８：Ｙｅｓ）、前記制御部３１は一連の当該薬品分包処理を終了して処
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理を前記ステップＳ２１に戻す。一方、前記老健施設Ｂ各々の分包が終了していないと判
断すると（Ｓ２８：Ｎｏ）、前記制御部３１は処理を前記ステップＳ２２に移行させ、次
の前記老健施設Ｂについての分包動作を開始する。
【００８６】
　なお、本実施の形態では、前記薬品分包処理において前記時期別分包処理が実行される
場合を例に挙げて説明したが、前記薬品分包処理において前記服用者別分包処理が実行さ
れてもよい。ここに、図９（Ｂ）は、図６に示した前記グループ処方データに従って「老
健施設Ｂ１」を対象に前記服用者別分包処理が実行された場合の分包結果を示す図である
。図９（Ｂ）に示す分包結果では、一の服用者が服用する薬品が服用時期ごとに連続して
分包されている。具体的に、図９（Ｂ）に示す例では、服用者「湯山一郎」の△月△日の
朝食後、昼食後、夕食後、△月□日の朝食後、昼食後、夕食後のそれぞれに対応する前記
薬包８１が連続して形成されている。そして、服用者「湯山一郎」の後は、同一の前記老
健施設Ｂ１に属する服用者「湯山二郎」についても同様に、服用時期ごとに対応する前記
薬包８１が連続して形成される。
【００８７】
［収容時照合処理］
　続いて、図１０のフローチャートを参照しつつ、前記ステップＳ３において前記調剤支
援装置１の前記制御部１１によって実行される収容時照合処理について説明する。
【００８８】
　なお、前記服用者別分包処理が実行された場合には、前記ステップＳ３における前記薬
包８１の前記薬袋８２への収容時に、前記薬包８１各々が切り離されて前記薬袋８２各々
に収容される。一方、前記時期別分包処理が実行された場合には、前記ステップＳ３にお
ける前記薬包８１の前記薬袋８２への収容時に、前記薬包８１各々を切り離して前記薬袋
８２各々に収容してもよいが、服用時期ごとに連なった複数の前記薬包８１を切り離さず
に前記薬袋８２に収容してもよい。このような収容作業により、前記薬局Ａでは、前記服
用時期ごとに対応する複数の服薬者の前記薬包８１が纏めて収容された前記薬袋８２が複
数準備される。
【００８９】
＜ステップＳ３１＞
　ステップＳ３１において、前記制御部１１は、前記読取端末２によって、前記薬袋８２
の前記コード８２２から前記第２配薬情報が読み取られたか否かを判断する。ここで、前
記制御部１１は、前記第２配薬情報が読み取られたと判断すると（Ｓ３１：Ｙｅｓ）、処
理をステップＳ３２に移行させる。一方、前記第２配薬情報が読み取られるまでの間は（
Ｓ３１：Ｎｏ）、処理が前記ステップＳ３１で待機する。なお、前記制御部１１は、前記
薬包８１の第１配薬情報と前記薬袋８２の第２配薬情報との違いを、例えば前記第１配薬
情報にのみ存在する前記服用者ＩＤの有無に応じて判断可能である。もちろん、前記第１
配薬情報及び前記第２配薬情報にその識別が可能な情報が含まれていてもよい。
【００９０】
＜ステップＳ３２＞
　ステップＳ３２において、前記制御部１１は、前記ステップＳ３１で読み取られた前記
薬袋８２の第２配薬情報と前記配薬管理情報Ｄ１とに基づいて、同一の前記薬袋８２に収
容される薬包８１として予め定められた一又は複数の前記薬包８１を特定する。具体的に
、前記制御部１１は、前記配薬管理情報Ｄ１において前記配送先識別情報及び前記服用時
期が前記第２配薬情報と同一である前記服用者ＩＤの薬品が収容される前記薬包８１を前
記薬袋８２に収容するべき前記薬包８１として特定する。
【００９１】
＜ステップＳ３３＞
　そして、ステップＳ３３において、前記制御部１１は、前記読取端末２によって、前記
薬包８１の前記コード８１１から前記第１配薬情報が読み取られたか否かを判断する。こ
こで、前記制御部１１は、前記第１配薬情報が読み取られたと判断すると（Ｓ３３：Ｙｅ
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ｓ）、処理をステップＳ３４に移行させ、前記第１配薬情報が読み取られるまでの間は（
Ｓ３３：Ｎｏ）、前記ステップＳ３３の判断を繰り返す。
【００９２】
＜ステップＳ３４＞
　ステップＳ３４において、前記制御部１１は、前記ステップＳ３１で読み取られた前記
第２配薬情報の前記配送先識別情報及び前記服用時期と前記ステップＳ３３で読み取られ
た前記第１配薬情報の前記配送先識別情報及び前記服用時期とが一致するか否かを判定す
る。ここに、前記ステップＳ３４は、前記制御部１１の前記判定部１１２によって実行さ
れる処理である。また、前記ステップＳ３４において、前記制御部１１は、前記ステップ
Ｓ３３で読み取られた前記第１配薬情報と、前記ステップＳ３４における判定結果とを読
取履歴として前記データ記憶部１２に記憶させる。これにより、前記調剤支援装置１では
、前記読取履歴を参照及び出力することが可能である。
【００９３】
＜ステップＳ３５＞
　そして、ステップＳ３５において、前記制御部１１は、前記ステップＳ３４における判
定結果を報知する。ここに、前記ステップＳ３５は、前記制御部１１の前記第１報知部１
１３によって実行される処理である。具体的に、前記制御部１１は、前記判定結果を前記
表示装置１４又は前記読取端末２に表示させることにより、前記判定結果をユーザーに報
知する。これにより、ユーザーが前記判定結果を認識することができる。従って、複数の
服用者の前記薬包８１を服用時期ごとに纏めて前記薬袋８２に収容して配送先に配送する
配薬作業における人為的ミスが抑制される。なお、前記判定結果の報知方法は表示に限ら
ず、音声又は発光態様などによって前記判定結果の報知が行われてもよい。
【００９４】
＜ステップＳ３６＞
　その後、ステップＳ３６において、前記制御部１１は、前記読取端末２による前記薬袋
８２に収容する前記薬包８１からの前記第１配薬情報の読取作業を終了するか否かを判断
する。具体的に、前記制御部１１は、前記読取端末２に対するユーザーの継続操作、又は
次の前記薬包８１からの前記第１配薬情報の読取作業が行われた場合に、前記読取作業を
終了しないと判断し（Ｓ３６：Ｎｏ）、処理を前記ステップＳ３３に移行させる。これに
より、前記薬袋８２に収容する前記薬包８１各々からの前記第１配薬情報の読み取りが順
に実行される。一方、前記制御部１１は、前記読取端末２に対するユーザーの終了操作に
応じて前記読取端末２から終了信号が入力された場合、又は前記ステップＳ３１で読み取
られた前記薬袋８２と異なる前記薬袋８２から前記第２配薬情報が読み取られた場合に、
前記読取作業を終了すると判断し（Ｓ３６：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ３７に移行させ
る。
【００９５】
＜ステップＳ３７＞
　ステップＳ３７において、前記制御部１１は、前記配薬管理情報Ｄ１に基づいて、同一
の前記薬袋８２に収容するべき全ての前記薬包８１から前記第１配薬情報が読み取られた
か否かを判定する。ここに、前記ステップＳ３７は、前記制御部１１の前記判定部１１２
によって実行される処理である。ここで、前記制御部１１は、前記薬袋８２に収容するべ
き全ての前記薬包８１から前記第１配薬情報が読み取られたと判定すると（Ｓ３７：Ｙｅ
ｓ）、当該収容時照合処理を終了させて処理を前記ステップＳ３１に戻す。なお、異なる
前記薬袋８２から前記第２配薬情報が読み取られることにより読取終了と判断した場合に
は、続く前記ステップＳ３１以降において当該第２配薬情報に基づいて同様の処理が実行
される。一方、前記制御部１１は、前記薬袋８２に収容するべき全ての前記薬包８１から
前記第１配薬情報が読み取られていないと判定すると（Ｓ３７：Ｎｏ）、処理をステップ
Ｓ３８に移行させる。
【００９６】
＜ステップＳ３８＞
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　ステップＳ３８において、前記制御部１１は、前記ステップＳ３７における判定結果を
報知し、処理を前記ステップＳ３３に戻す。具体的に、前記制御部１１は、前記配薬管理
情報Ｄ１に基づいて、前記薬袋８２に収容するべき前記薬包８１のうち前記ステップＳ３
３で読み取られていない前記薬包８１が存在する旨、及びその未読取の前記薬包８１の情
報を前記表示装置１４又は前記読取端末２に表示させる。これにより、前記薬袋８２への
前記薬包８１の収容漏れが抑制される。例えば、前記制御部１１は、前記薬袋８２に収容
するべき前記薬包８１のうち前記ステップＳ３３で読み取られていない前記薬包８１に対
応する服用者のＩＤ又は氏名などを前記服用時期と共に表示させる。
【００９７】
［配送時照合処理］
　続いて、図１１のフローチャートを参照しつつ、前記ステップＳ５において前記調剤支
援装置１の前記制御部１１によって実行される配送時照合処理について説明する。
【００９８】
＜ステップＳ４１＞
　ステップＳ４１において、前記制御部１１は、前記読取端末２によって、前記配送先識
別情報が入力されたか否かを判断する。具体的に、配送担当者は、前記読取端末２に対し
て、これから出荷する前記薬袋８２の配送先である前記老健施設Ｂを示す前記配送先識別
情報を入力する。また、配送担当者は、前記読取端末２を用いて、これから出荷する前記
薬袋８２が配送する際に収容されるコンテナなどの容器に予め付された前記配送先識別情
報を読み取ることにより前記配送先識別情報を入力することも考えられる。ここで、前記
制御部１１は、前記配送先識別情報が入力されたと判断すると（Ｓ４１：Ｙｅｓ）、処理
をステップＳ４２に移行させる。一方、前記配送先識別情報が入力されるまでの間は（Ｓ
４１：Ｎｏ）、処理が前記ステップＳ４１で待機する。
【００９９】
＜ステップＳ４２＞
　ステップＳ４２において、前記制御部１１は、前記ステップＳ４１で入力された前記配
送先識別情報と前記配薬管理情報Ｄ１とに基づいて、前記配送先識別情報が示す同一の前
記老健施設Ｂに同時に配送するべき一又は複数の前記薬袋８２を特定する。具体的に、前
記制御部１１は、前記配送先識別情報及び前記配送日が同一である前記薬袋８２を前記老
健施設Ｂに同時に配送するべき前記薬袋８２として特定する。
【０１００】
＜ステップＳ４３＞
　そして、ステップＳ４３において、前記制御部１１は、前記読取端末２によって、前記
薬袋８２の前記コード８２２から前記第２配薬情報が読み取られたか否かを判断する。こ
こで、前記制御部１１は、前記第２配薬情報が読み取られたと判断すると（Ｓ４３：Ｙｅ
ｓ）、処理をステップＳ４４に移行させ、前記第２配薬情報が読み取られるまでの間は（
Ｓ４３：Ｎｏ）、前記ステップＳ４３の判断を繰り返す。
【０１０１】
＜ステップＳ４４＞
　ステップＳ４４において、前記制御部１１は、前記ステップＳ４１で入力された前記配
送先識別情報と前記ステップＳ４３で読み取られた前記第２配薬情報の前記配送先識別情
報とが一致するか否かを判定する。ここに、前記ステップＳ４４は、前記制御部１１の前
記判定部１１２によって実行される処理である。また、前記ステップＳ４４において、前
記制御部１１は、前記ステップＳ４３で読み取られた前記第２配薬情報と、前記ステップ
Ｓ４４における判定結果とを読取履歴として前記データ記憶部１２に記憶させる。これに
より、前記調剤支援装置１では、前記読取履歴を参照及び出力することが可能である。
【０１０２】
＜ステップＳ４５＞
　そして、ステップＳ４５において、前記制御部１１は、前記ステップＳ４４における判
定結果を報知する。ここに、前記ステップＳ４５は、前記制御部１１の前記第１報知部１
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１３によって実行される処理である。具体的に、前記制御部１１は、前記判定結果を前記
表示装置１４又は前記読取端末２に表示させることにより、前記判定結果をユーザーに報
知する。これにより、ユーザーが前記判定結果を認識することができる。従って、複数の
服用者の前記薬包８１を服用時期ごとに纏めて前記薬袋８２に収容して配送先に配送する
配薬作業における人為的ミスが抑制される。なお、前記判定結果の報知方法は表示に限ら
ず、音声又は発光態様などによって前記判定結果の報知が行われてもよい。
【０１０３】
＜ステップＳ４６＞
　その後、ステップＳ４６において、前記制御部１１は、前記読取端末２による同一の前
記老健施設Ｂに配送する前記薬袋８２からの前記第２配薬情報の読取作業を終了するか否
かを判断する。具体的に、前記制御部１１は、前記読取端末２に対するユーザーの継続操
作、又は次の前記薬袋８２からの前記第２配薬情報の読取作業が行われた場合に、前記読
取作業を終了しないと判断し（Ｓ４６：Ｎｏ）、処理を前記ステップＳ４３に移行させる
。これにより、同一の前記老健施設Ｂに配送する前記薬袋８２各々からの前記第２配薬情
報の読み取りが順に実行される。一方、前記制御部１１は、前記読取端末２に対するユー
ザーの終了操作に応じて前記読取端末２から終了信号が入力された場合、又は前記ステッ
プＳ４１で入力された前記配送先識別情報とは異なる前記配送先識別情報が入力された場
合に、前記読取作業を終了すると判断し（Ｓ４６：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ４７に移
行させる。
【０１０４】
＜ステップＳ４７＞
　ステップＳ４７において、前記制御部１１は、前記配薬管理情報Ｄ１に基づいて、前記
配送先識別情報に対応する同一の前記老健施設Ｂに同時に配送するべき全ての前記薬袋８
２から前記第２配薬情報が読み取られたか否かを判定する。ここに、前記ステップＳ４７
は、前記制御部１１の前記判定部１１２によって実行される処理である。ここで、前記制
御部１１は、前記老健施設Ｂに同時に配送するべき全ての前記薬袋８２から前記第２配薬
情報が読み取られたと判定すると（Ｓ４７：Ｙｅｓ）、当該配送時照合処理を終了させて
処理を前記ステップＳ４１に移行させる。なお、異なる前記配送先識別情報の入力により
読取終了と判断した場合には、続く前記ステップＳ４１以降において当該配送先識別情報
に基づいて同様の処理が実行される。一方、前記制御部１１は、前記老健施設Ｂに同時に
配送するべき全ての前記薬袋８２から前記第２配薬情報が読み取られていないと判定する
と（Ｓ４７：Ｎｏ）、処理をステップＳ４８に移行させる。
【０１０５】
＜ステップＳ４８＞
　ステップＳ４８において、前記制御部１１は、前記ステップＳ４７における判定結果を
報知し、処理を前記ステップＳ４３に戻す。具体的に、前記制御部１１は、前記配薬管理
情報Ｄ１に基づいて、前記配送先識別情報に対応する前記老健施設Ｂに同時に配送するべ
き前記薬袋８２のうち前記ステップＳ４３で読み取られていない前記薬袋８２が存在する
旨、及びその未読取の前記薬袋８２の情報を前記表示装置１４又は前記読取端末２に表示
させる。これにより、前記老健施設Ｂへの前記薬袋８２の配送漏れが抑制される。例えば
、前記制御部１１は、前記配送先識別情報に対応する前記老健施設Ｂに同時に配送するべ
き前記薬袋８２のうち前記ステップＳ４３で読み取られていない前記薬袋８２に対応する
服用時期などを前記配送先識別情報と共に表示させる。
【０１０６】
［受取時処理］
　次に、図１２のフローチャートを参照しつつ、前記ステップＳ６において前記配薬支援
装置５の制御部５１によって実行される受取時処理の手順の一例について説明する。
【０１０７】
＜ステップＳ５１＞
　ステップＳ５１において、前記制御部５１は、前記薬袋８２から前記第２配薬情報が読
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み取られたか否かを判断する。ここで、前記薬袋８２から前記第２配薬情報が読み取られ
るまでの間は（Ｓ５１：Ｎｏ）、処理が前記ステップＳ５１で待機する。一方、前記薬袋
８２から前記第２配薬情報が読み取られたと判断すると（Ｓ５１：Ｙｅｓ）、処理はステ
ップＳ５２に移行する。
【０１０８】
＜ステップＳ５２＞
　ステップＳ５２において、前記制御部５１は、前記ステップＳ５１で読み取られた前記
第２配薬情報に含まれる前記配送先識別情報と、前記配薬支援装置５が設置されている前
記老健施設Ｂを示す情報として前記配薬支援装置５に予め登録された配送先識別情報とが
一致するか否かを判定する。ここに、前記ステップＳ５２は、前記制御部５１の前記配送
先判定部５１２によって実行される処理である。また、前記ステップＳ５２において、前
記制御部５１は、前記ステップＳ５１で読み取られた前記第２配薬情報と、前記ステップ
Ｓ５２における判定結果とを読取履歴として前記データ記憶部５２に記憶させる。これに
より、前記配薬支援装置５では、前記読取履歴を参照及び出力することが可能である。
【０１０９】
＜ステップＳ５３＞
　そして、ステップＳ５３において、前記制御部５１は、前記ステップＳ５２における前
記判定結果を報知する。具体的に、前記制御部５１は、前記判定結果を前記表示装置５４
又は前記読取端末７に表示させる。ここに、前記ステップＳ５３は、前記制御部５１の前
記第２報知部５１３によって実行される処理である。これにより、配薬担当者は、前記判
定結果を確認することにより、前記老健施設Ｂが前記薬袋８２の配送先として正しい旨を
容易かつ確実に認識することができる。従って、前記薬袋８２の誤配送が抑制される。
【０１１０】
［配薬時照合処理］
　次に、図１３のフローチャートを参照しつつ、前記ステップＳ７において前記配薬支援
装置５の制御部５１によって実行される配薬時照合処理の手順の一例について説明する。
【０１１１】
＜ステップＳ６１＞
　ステップＳ６１において、前記制御部５１は、前記薬包８１から前記第１配薬情報が読
み取られたか否かを判断する。ここで、前記薬包８１から前記第１配薬情報が読み取られ
るまでの間は（Ｓ６１：Ｎｏ）、処理が前記ステップＳ６１で待機する。一方、前記薬包
８１から前記第１配薬情報が読み取られたと判断すると（Ｓ６１：Ｙｅｓ）、処理はステ
ップＳ６２に移行する。
【０１１２】
＜ステップＳ６２＞
　ステップＳ６２において、前記制御部５１は、前記ステップＳ６１で読み取られた前記
第１配薬情報に含まれる前記服用者ＩＤと前記変換情報と前記入居者マスターとに基づい
て前記服用者に対応する入居者を特定する。また、前記ステップＳ６２において、前記制
御部５１は、前記ステップＳ６１で読み取られた前記第１配薬情報と、前記ステップＳ６
２における特定結果とを読取履歴として前記データ記憶部５２に記憶させる。これにより
、前記配薬支援装置５では、前記読取履歴を参照及び出力することが可能である。
【０１１３】
＜ステップＳ６３＞
　そして、ステップＳ６３において、前記制御部５１は、前記薬包８１の服用時期と、前
記ステップＳ６２で特定された前記服用者に対応する入居者の氏名及び顔画像６４と、を
前記携帯端末６に表示させる（図４参照）。ここに、前記ステップＳ６３は、前記制御部
５１の前記表示制御部５１１によって実行される処理である。これにより、配薬担当者は
、前記入居者の顔画像６４を確認することにより、前記入居者が前記薬包８１の薬品を服
用する服用者として正しい旨を容易かつ確実に認識することができるため、配薬担当者に
よる配薬ミスが抑制される。また、前記配薬支援システム１０の構成によれば、前記顔画
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像６４を表示されることにより、前記入居者各々が当該入居者を識別するためのリストバ
ンドなどを装着する必要がないため、前記老健施設Ｂの運営に好適である。なお、前記入
居者マスターに、１人の前記入居者について表情又は撮影角度の異なる複数の前記顔画像
６４が予め登録されていることも他の実施形態として考えられる。これにより、配薬担当
者が前記顔画像６４各々に基づいて前記入居者をより正確に判断することができる。
【０１１４】
［第２実施形態］
　本実施形態では、前記薬局Ａから前記老健施設Ｂに薬包８１が搬送されて前記老健施設
Ｂの入居者でもある服用者に配薬される際に、その配薬の適否を判定可能な配薬支援シス
テム２００について説明する。なお、前述の実施形態で説明した構成要素と同様の構成に
ついては同じ符号を付して説明を省略することがある。
【０１１５】
　図１４に示されるように、本実施形態に係る前記配薬支援システム２００は、前記調剤
支援装置１、前記薬品分包装置３、前記プリンタ４、及び前記携帯端末６などを備える。
前記薬品分包装置３は、前記薬局Ａごとに一又は複数設けられる。前記薬品分包装置３で
は、一又は複数の薬品が服用時期ごとに薬包８１に分包されると共に、その複数の薬包８
１には、予め定められた第１照合情報を示す第１コード情報８１１が前記分包プリンタ３
２によって印刷される。例えば、前記第１照合情報には服用時期及び服用者ＩＤが含まれ
る。前記第１コード情報８１１は、例えばバーコードなどの一次元コード又はＱＲコード
（登録商標）などの二次元コードである。前記携帯端末６は、前記老健施設Ｂごとに一又
は複数設けられる情報端末の一例であって、例えばバーコードなどの一次元コード又はＱ
Ｒコード（登録商標）などの二次元コードから情報を読み取ることが可能である。
【０１１６】
　そして、以下に説明するように、本実施形態に係る前記配薬支援システム２００では、
前記薬品分包装置３で前記薬包８１に印刷される前記第１コード情報８１１の内容である
前記第１照合情報が前記携帯端末６によって任意に設定可能である。
【０１１７】
　前記配薬支援システム２００において、前記携帯端末６の前記制御部６１は、照合処理
部６１１、設定処理部６１２、及び出力処理部６１３を含む。具体的に、前記携帯端末６
は、照合制御プログラム等の情報が記憶される不揮発性の記憶部６３を備える。前記照合
制御プログラムは、例えばインターネット等を介して所定のサーバー装置からダウンロー
ドされて前記携帯端末６にインストールされる。そして、前記制御部６１は、前記照合制
御プログラムに従って各種の処理を実行することにより前記設定処理部６１２及び前記照
合処理部６１１として機能する。
【０１１８】
　前記照合処理部６１１は、前記薬包８１に記載されている前記第１コード情報８１１か
ら読み取られる前記第１照合情報と、複数の照合対象物品に記載されている複数の第２コ
ード情報９１１から読み取られる複数の第２照合情報とを照合することにより前記薬包８
１の配薬の適否を判定する。なお、前記第２コード情報９１１は、例えばバーコードなど
の一次元コード又はＱＲコード（登録商標）などの二次元コードであり、前記照合対象物
品各々に記載されている前記第２コード情報９１１は同一又は異なる前記第２照合情報を
示すものである。例えば、前記第２照合情報には服用時期及び服用者ＩＤのいずれか一方
又は両方が含まれる。前記設定処理部６１２は、前記第１照合情報と照合される前記第２
照合情報各々の内容をユーザー操作に応じて設定する。前記出力処理部６１３は、前記設
定処理部６１２による設定内容を出力する。例えば、前記出力処理部６１３による前記設
定内容の出力態様は、印刷、表示、メール送信などであり、本実施形態では、前記出力処
理部６１３が、前記設定内容を前記調剤支援装置１にメール送信する場合を例に挙げて説
明する。
【０１１９】
　また、前記配薬支援システム２００において、前記薬品分包装置３の前記制御部３１は
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、印刷処理部３１１を含む。具体的に、前記薬品分包装置３は、分包制御プログラム等の
情報が記憶される不揮発性の記憶部３３を備える。そして、前記制御部３１は、前記分包
プログラムに従って各種の処理を実行することにより前記印刷処理部３１１として機能す
る。前記印刷処理部３１１は、前記設定処理部６１２による設定内容に基づいて設定され
、前記第２照合情報各々を照合可能な前記第１照合情報を示す前記第１コード情報８１１
を前記分包プリンタ３２によって前記薬包８１に印刷する。前記第１照合情報は、前記配
薬データの一部又は全部である。
【０１２０】
　また、前記配薬支援システム２００において、前記調剤支援装置１の前記制御部１１は
、印刷設定処理部１１７を含む。具体的に、前記制御部１１は、前記調剤支援プログラム
に従って各種の処理を実行することにより前記印刷設定処理部１１７として機能する。前
記印刷設定処理部１１７は、前記設定処理部６１２で設定された前記設定内容を前記携帯
端末６から受信し、前記設定内容に基づいて、前記印刷処理部３１１で印刷される前記第
１コード情報８１１における前記第１照合情報の内容を設定する。また、前記印刷設定処
理部１１７は、前記調剤支援装置１の前記操作装置１５に対するユーザー操作によって前
記設定内容が入力された場合に、その入力された前記設定内容に基づいて前記第１照合情
報の内容を設定してもよい。なお、前記調剤支援装置１に代えて前記薬品分包装置３が、
前記携帯端末６から前記設定内容を受信し、前記薬品分包装置３の前記制御部３１が、前
記設定内容に基づいて前記第１コード情報８１１における前記第１照合情報を設定するこ
とも考えられる。この場合、前記制御部３１が印刷設定処理部の一例である。
【０１２１】
　以下、本実施形態では、前記老健施設Ｂにおいて、図１５に示されるように、各服用時
期が記載された服用時期シート９１と、服用者名（入居者名）が記載された食札９２と、
入居者に配布される薬包８１とを用いて前記薬包８１の適否が判定される場合について説
明する。即ち、本実施形態では、前記服用時期シート９１及び前記食札９２が照合対象物
品の一例である。より具体的に、前記老健施設Ｂにおける前記携帯端末６のユーザーは、
まず前記服用時期シート９１から前記第２照合情報として現在の服用時期を示す前記第２
コード情報９１１を前記携帯端末６で読み取る、次に、ユーザーは、前記食札９２から前
記第２照合情報として服用者ＩＤ（服用者識別情報）を示す前記第２コード情報９１１を
前記携帯端末６で読み取る。その後、ユーザーは、前記薬包８１から服用時期及び服用者
ＩＤを含む前記第１コード情報８１１を前記携帯端末６で読み取る。これにより、二つの
前記第２コード情報９１１から読み取られる二つの前記第２照合情報と、前記第１コード
情報８１１から読み取られる前記第１照合情報とが照合される。
【０１２２】
　前記服用時期シート９１には、図１５（Ａ）に示されるように、前記第２照合情報とし
て各服用時期を示す前記第２コード情報９１１が記載されている。前記食札９２には、図
１５（Ｂ）に示されるように、前記第２照合情報として服用者ＩＤを示す前記第２コード
情報９１１が記載されている。また、前記薬包８１には、図１５（Ｃ）に示されるように
、前記第１照合情報を示す前記第１コード情報８１１が記載されており、前記第１照合情
報には、少なくとも服用時期及び服用者ＩＤが含まれる。なお、前記服用時期シート９１
又は前記食札９２などの一つの照合対象物品に複数の前記第２照合情報を示す前記第２コ
ード情報９１１が記載されていてもよく、この場合には、その複数の前記第２照合情報各
々が前記第１照合情報と照合される。また、後述するように、前記第２照合情報各々に共
通する情報が相互に照合されてもよい。
【０１２３】
［携帯端末６側の処理：施設側設定処理］
　続いて、図１６を参照しつつ、前記携帯端末６の前記制御部６１によって実行される前
記施設側設定処理の手順の一例について説明する。なお、前記施設側設定処理は、例えば
前記携帯端末６に対して初期設定を開始するためのユーザー操作が行われた場合に開始さ
れる。
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【０１２４】
＜ステップＳ３０１＞
　ステップＳ３０１において、前記制御部６１の設定処理部６１２は、前記薬包８１から
読み取られる前記第１照合情報と照合する前記第２照合情報の内容を設定するための初期
設定画面を表示させる。具体的に、前記初期設定画面では、項目設定情報、バーコード設
定情報、又はシナリオ情報などの設定を開始するための操作キーなどが表示される。前記
項目設定情報は、後述の配薬時照合処理で照合される対象となるチェック項目を示す情報
であり、前記バーコード設定情報は、前記第２コード情報９１１のデータ構造を示す情報
である。また、前記シナリオ情報は、前記配薬時照合処理における具体的な照合手法とし
て設定される一又は複数のシナリオの内容を示す情報である。ここに、図１７～図１９は
、前記初期設定画面の表示後の画面遷移の一例を示す図である。
【０１２５】
　まず、前記初期設定画面において前記項目設定情報を設定するための操作キーが操作さ
れた場合、前記設定処理部６１２は、図１７（Ａ）に示されるような項目一覧画面Ｐ１１
を前記携帯端末６の表示部に表示させる。前記項目一覧画面Ｐ１１では、既に設定済みの
チェック項目の情報が一覧表示されており、当該チェック項目を削除するための削除キー
、当該チェック項目の詳細を表示させるための詳細キー、及び新たにチェック項目を登録
するための登録キーが表示されている。そして、前記登録キーが操作されると、前記設定
処理部６１２は、項目設定画面Ｐ１２を前記携帯端末６の表示部に表示させる。
【０１２６】
　前記項目設定画面Ｐ１２では、チェック項目に対応する「項目ＩＤ」、「項目名称」、
「桁数」が入力可能である。例えば、「項目ＩＤ」には、予め定められた桁数の任意の数
値が入力可能であり、「項目名称」には、服用時期及び服用者ＩＤなどのようなチェック
項目を示す任意の文字が入力され、「桁数」には前記チェック項目の内容が前記第２コー
ド情報９１１に何桁の数値として含まれるかを示す数値が入力される。なお、「項目ＩＤ
」及び「項目名称」各々は、予め設定された組み合わせから選択されることも考えられる
。また、前記項目設定画面Ｐ１２では、前記配薬時照合処理で照合結果が不一致であると
判断された場合に処理を継続することが可能であるか否かを設定するためのチェックボッ
クスＫ５１が設けられている。
【０１２７】
　そして、前記項目設定画面Ｐ１２において、「項目ＩＤ」、「項目名称」、「桁数」が
入力された後、登録キーが操作されると、前記項目設定画面Ｐ１２における入力内容が前
記項目設定情報における前記チェック項目として設定されて前記記憶部６３に記憶される
と共に、前記調剤支援装置１に送信される。
【０１２８】
　さらに、前記項目設定画面Ｐ１２では、詳細を設定するためのマスターキーＫ５２が表
示されている。そして、前記マスターキーＫ５２が操作されると、前記設定処理部６１２
は、前記携帯端末６の表示部に、前記チェック項目における詳細項目の一覧を示す詳細一
覧画面Ｐ１３を表示させる。ここに、図１７（Ｃ）は、前記詳細一覧画面Ｐ１３の一例を
示す図である。
【０１２９】
　図１７（Ｃ）に示されるように、前記詳細一覧画面Ｐ１３では、前記項目設定画面Ｐ１
２で入力されていた前記チェック項目の「項目ＩＤ」及び「項目名称」が表示されている
。また、前記詳細一覧画面Ｐ１３では、当該チェック項目について既に設定済みの詳細項
目が一覧表示されており、当該詳細項目を削除するための削除キー、当該詳細項目の詳細
を表示させるための詳細キー、及び新たに詳細項目を登録するための登録キーが表示され
ている。そして、前記登録キーが操作されると、前記設定処理部６１２は、詳細項目設定
画面Ｐ１４を前記携帯端末６の表示部に表示させる。ここに、図１７（Ｄ）は、前記詳細
項目設定画面Ｐ１４の一例を示す図である。
【０１３０】
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　図１７（Ｄ）に示されるように、前記詳細項目設定画面Ｐ１４では、前記チェック項目
の詳細項目を示す「コード」及び「名称」の入力が可能である。例えば、「コード」には
、前記項目設定画面Ｐ１２で設定された「桁数」で任意の数値が入力可能であり、「名称
」には、朝食後、昼食後、夕食後などのように「コード」に対応する内容を示す任意の文
字が入力される。そして、前記詳細項目設定画面Ｐ１４において、「コード」及び「名称
」が入力された後、登録キーが操作されると、前記詳細項目設定画面Ｐ１４における入力
内容が前記項目設定情報における前記チェック項目の詳細項目として設定されて前記記憶
部６３に記憶される。なお、前記設定処理部６１２は、前記項目設定情報を前記調剤支援
装置１に送信してもよい。
【０１３１】
　一方、前記初期設定画面において前記第２コード情報９１１各々の内容を設定するため
の操作キーが操作された場合、前記設定処理部６１２は、図１８（Ａ）に示されるような
バーコード設定画面Ｐ２１を前記携帯端末６の表示部に表示させる。前記バーコード設定
画面Ｐ２１では、「ＢＣＤ－ＩＤ」、「種別」、「名称」、「全桁数」などの項目が入力
可能であり、既登録の第２バーコード９１１の一覧も表示される。
【０１３２】
　「ＢＣＤ－ＩＤ」には、前記第２コード情報９１１を識別するための予め定められた桁
数の任意の数値が入力され、「種別」には、前記第２コード情報９１１のバーコード種別
（例えば、Ｃｏｄｅ３９等）として、プルダウンなどで表示される任意のバーコード種別
から選択されて入力される。「名称」には、前記第２コード情報９１１のバーコード種別
を示す任意の名称が入力される。また、「全桁数」には、前記第２コード情報９１１から
読み取られる情報の全桁数が数値で入力される。なお、「全桁数」が０に設定された場合
には、前記第２コード情報９１１から読み取られる情報の桁数が制限されず最大値の範囲
まで読み取り可能となり、例えば可変長バーコードにも対応可能である。また、前記バー
コード設定画面Ｐ２１の表示中にスキャンキーが操作されて前記第２コード情報９１１が
前記携帯端末６で実際に読み取られた場合に、前記設定処理部６１２が、その読み取られ
た前記第２コード情報９１１に基づいて「全桁数」及び「種別」に自動的に入力してもよ
い。
【０１３３】
　そして、前記バーコード設定画面Ｐ２１において、スキャンキーが操作されて前記カメ
ラ６２を用いた前記第２コード情報９１１の読み取りが行われた場合、又は「登録」の操
作キーが操作された場合、前記設定処理部６１２は、前記携帯端末６の表示部に、前記第
２コード情報９１１の詳細を設定するための詳細設定画面Ｐ２２を表示させる。ここに、
図１８（Ｂ）は、前記詳細設定画面Ｐ２２の一例を示す図である。
【０１３４】
　図１８（Ｂ）に示されるように、前記詳細設定画面Ｐ２２では、「ＢＣＤ－ＩＤ」、「
種別」、「全桁数」、「ロケーション」、「選択項目」などの入力操作が可能である。ま
た、前記第２コード情報９１１の読み取りが行われた場合、前記詳細設定画面Ｐ２２では
、「読込データ」、「全桁数」、「種別」に、前記携帯端末６でカメラ６２を用いて実際
に前記第２コード情報９１１から読み取られた数値、数値の桁数、バーコード種別が表示
される。なお、前記第２コード情報９１１の読み取りが行われなかった場合には、「読込
データ」として、例えば入力される全桁数の分だけ「１２３４５６・・・」のような予め
定められた数値が表示される。「ロケーション」には、前記選択項目で選択された前記チ
ェック項目の情報が前記第２コード情報９１１から読み取られる数値の何桁目からの情報
であるかを示す数値が入力される。
【０１３５】
　そして、「選択項目」では、「服用時期」及び「服用者ＩＤ」などの前記チェック項目
が選択的に入力される。これにより、本実施形態に係る前記項目設定情報及び前記バーコ
ード設定情報は、前記チェック項目によって関連付けられる。なお、前記読込データに含
まれる数値のうち「ＢＣＤ－ＩＤ」の値が異なる前記チェック項目に既に割り当てられて
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いる桁数の数値は、例えば配色などの表示態様によって識別可能に表示されており、同じ
桁数の数値を異なる前記チェック項目に割り当てる操作は禁止される。
【０１３６】
　その後、前記詳細設定画面Ｐ２２において登録キーが操作されると、前記詳細設定画面
Ｐ２２における入力内容が前記バーコード設定情報として前記記憶部６３に記憶されると
共に、前記調剤支援装置１に送信される。これにより、前記制御部６１は、前記第２バー
コード情報９１１を読み取った際に、前記第２コード情報９１１から前記チェック項目各
々に対応する情報を抽出することが可能である。
【０１３７】
　なお、同一又は関連する前記老健施設Ｂに複数の前記携帯端末６が設けられている場合
、いずれかの前記携帯端末６において、前記設定処理部６１２によって前記項目設定情報
又は前記バーコード設定情報が登録されると、当該設定処理部６１２は、前記項目設定情
報又は前記バーコード設定情報を他の前記携帯端末６に配信して共用させることが考えら
れる。また、インターネットを介して接続可能なサーバー等に前記項目設定情報又は前記
バーコード設定情報が記憶され、前記携帯端末６各々が前記項目設定情報又は前記バーコ
ード設定情報をダウンロード可能であって、前記設定処理部６１２が前記サーバー等に記
憶されている前記項目設定情報又は前記バーコード設定情報を更新することも考えられる
。
【０１３８】
＜ステップＳ３０２＞
　ステップＳ３０２において、前記設定処理部６１２は、前記バーコード設定情報が登録
されたか否かを判断する。具体的に、前記設定処理部６１２は、前記詳細設定画面Ｐ２２
において登録キーが操作された場合に、前記バーコード設定情報が登録されたと判断する
。なお、前記登録キーの操作は、前記バーコード設定情報の更新時にも操作される。そし
て、前記設定処理部６１２は、前記バーコード設定情報が登録されたと判断した場合（Ｓ
３０２：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ３０３に移行させ、前記バーコード設定情報が登録
されていないと判断した場合（Ｓ３０２：Ｎｏ）、処理をステップＳ３０４に移行させる
。
【０１３９】
＜ステップＳ３０３＞
　そして、ステップＳ３０３において、前記制御部６１の出力処理部６１３は、前記設定
処理部６１２で設定された前記バーコード設定情報を予め設定される宛先にメール又はブ
ラウザ等を用いて送信する。例えば、前記出力処理部６１３は、ユーザーに予め設定され
た複数の前記薬局Ａから任意の宛先を選択させるための選択画面を表示させ、前記選択画
面において選択された宛先に前記バーコード設定情報を送信する。なお、前記バーコード
設定情報は、前記老健施設Ｂにおいて印刷され又はＣＤ又はＵＳＢメモリなどの記録媒体
に記録されて前記薬局Ａに提供されてもよい。
【０１４０】
＜ステップＳ３０４＞
　ステップＳ３０４において、前記設定処理部６１２は、前記初期設定画面において前記
シナリオ情報の設定を開始するための操作が行われたか否かを判断する。ここで、前記シ
ナリオ情報の設定が開始されたと判断されると（Ｓ３０４：Ｙｅｓ）、処理がステップＳ
３０５に移行し、前記シナリオ情報の設定が開始されていない場合は（Ｓ３０４：Ｎｏ）
、処理がステップＳ３０２に戻される。
【０１４１】
　ステップＳ３０５において、前記設定処理部６１２は、前記シナリオ情報を設定するた
めのシナリオ設定画面Ｐ３１を表示させ、ユーザーによる前記シナリオ情報の設定操作を
受け付けるシナリオ設定処理を実行する。ここに、図１９は、前記シナリオ設定画面Ｐ３
１の一例を示す図である。
【０１４２】
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　図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）に示されるように、前記シナリオ設定画面Ｐ３１では、
前記シナリオ情報に含まれるシナリオ各々を識別するための識別情報、前記シナリオの内
容を識別するための業務名、前記シナリオにおけるフェイズ各々を識別するための識別情
報及び名称が入力可能である。また、前記シナリオ設定画面Ｐ３１では、前記フェイズに
おいて読み取られるべき情報を、前記バーコード情報で設定されている一又は複数の第１
コード情報８１１及び第２コード情報９１１から選択して設定することが可能である。さ
らに、前記フェイズ各々について、前記第１コード情報８１１又は前記第２コード情報９
１１ごとに複数回の読み取りの可否が設定可能である。また、前記シナリオ設定画面Ｐ３
１では、前記第１コード情報８１１及び前記第２コード情報９１１について読取順序が設
定可能である。なお、以下では、フェイズ「１」を第１フェイズ、フェイズ「２」を第２
フェイズと称することがある。
【０１４３】
　例えば、図１９（Ａ）では、第１フェイズで読み取られるべきバーコードの種別として
「服用時期」が選択されており、「服用時期」については複数回の読み取りが許容されて
いない場合の設定状態が示されている。この場合、第１フェイズでは、複数の服用者に共
通する「服用時期」が１回読み取られることになる。
【０１４４】
　また、図１９（Ｂ）では、第２フェイズで読み取られるべきバーコードの種別として「
食札」及び「薬包」が選択されており、「薬包」については複数回の読み取りが許容され
る場合の設定状態が示されている。また、図１９（Ｂ）に示される前記シナリオ設定画面
Ｐ３１では、食札９２の読取順序が「１」、薬包の読取順序が「２」に設定されている。
この場合、第２フェイズでは、服用者ごとに「食札」のバーコードが１回読み取られた後
、「薬包」のバーコードが複数回読み取り可能である。なお、本実施形態では、フェイズ
が「２」まで設定されている場合を例に挙げて説明するが、フェイズが「３」以上まで設
定されてもよい。
【０１４５】
［調剤支援装置１側の処理：印刷設定処理］
　次に、図１６を参照しつつ、前記調剤支援装置１において、前記制御部１１の印刷設定
処理部１１７によって実行される前記印刷設定処理の手順の一例について説明する。
【０１４６】
＜ステップＳ４０１＞
　ステップＳ４０１において、前記制御部１１の印刷設定処理部１１７は、前記バーコー
ド設定情報が登録されたか否かを判断する。具体的に、前記印刷設定処理部１１７は、前
記携帯端末６から前記バーコード設定情報を受信した場合に、前記バーコード設定情報を
データ記憶部１２に記憶し、前記バーコード設定情報が登録されたと判断する。また、前
記印刷設定処理部１１７は、前記操作装置１５に対するユーザー操作に応じて前記バーコ
ード設定情報が入力された場合にも前記バーコード設定情報が登録されたと判断する。即
ち、前記老健施設Ｂで設定された前記バーコード設定情報の内容が印刷されたシート等に
基づいて、ユーザーが手動で前記バーコード設定情報を前記調剤支援装置１に入力するこ
とも可能である。ここで、前記制御部１１は、前記バーコード設定情報が登録されたと判
断すると（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ４０２に移行させ、前記バーコード設
定情報が登録されていないと判断すると（Ｓ４０１：Ｎｏ）、処理を前記ステップＳ４０
１で待機させる。
【０１４７】
＜ステップＳ４０２＞
　ステップＳ４０２において、前記印刷設定処理部１１７は、前記バーコード設定情報に
基づいて、前記調剤支援装置１に接続されている前記薬品分包装置３各々における前記薬
包８１への前記第１コード情報８１１の印刷条件を設定する。これにより、前記薬品分包
装置３各々では、前記バーコード設定情報に基づいて前記第１コード情報８１１が前記薬
包８１に印刷されることになる。従って、前記薬局Ａでは、前記薬品分包装置３各々で前
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記薬包８１に印刷される前記第１照合情報の内容が、前記老健施設Ｂにおける前記携帯端
末６の操作によって設定可能であり、前記老健施設Ｂ各々のユーザーは、前記薬包８１の
照合方法などの任意に設定することが可能である。
【０１４８】
　具体的に、前記バーコード設定情報において、名称が「薬包」というバーコードの「種
別」が「Ｃｏｄｅ３９」であり、その中の服用時期のロケーションが「３」である場合、
前記印刷設定処理部１１７は、前記薬包８１に印刷される前記第１コード情報８１１が示
す６桁の数値情報のうち、当該薬包８１の服用時期を示すコードが３桁目以降に含まれる
ように印刷条件を設定する。また、前記バーコード設定情報において、名称が「食札」と
いうバーコードの「種別」が「Ｃｏｄｅ３９」であり、その中の服用者ＩＤのロケーショ
ンが「５」である場合、前記印刷設定処理部１１７は、前記薬包８１に印刷される前記第
１コード情報８１１が示す６桁の数値情報のうち、当該薬包８１の服用者ＩＤを示す４桁
目以降に含まれるように印刷条件を設定する。
【０１４９】
　なお、前記服用時期を示すコード及び前記服用者ＩＤの桁数は予め設定された桁数であ
るが、前記携帯端末６から前記項目設定情報を受信した場合に、前記項目設定情報で設定
された桁数に従って前記服用時期を示すコード及び前記服用者ＩＤの桁数が設定されても
よい。また、前記服用者ＩＤについては薬局Ａ及び老健施設Ｂとの間で予め共通の服用者
ＩＤが設定されていることが考えられる。また、前記薬局Ａにおける患者ＩＤと前記老健
施設Ｂにおける服用者ＩＤとが予め対応付けられた対応情報が前記携帯端末６に記憶され
ており、前記携帯端末で前記対応情報に応じて自動的に前記患者ＩＤが前記服用者ＩＤに
変換されてもよい。
【０１５０】
　特に、前記印刷設定処理部１１７は、前記バーコード設定情報で設定されている前記チ
ェック項目の照合に必要な情報のみが前記第１コード情報８１１に含まれるように前記第
１照合情報の印刷条件を設定することが考えられる。例えば、前記バーコード設定情報に
含まれる前記チェック項目が服用時期及び服用者ＩＤである場合、前記第１照合情報には
、服用時期及び服用者ＩＤの情報のみが含まれるように設定されることが考えられる。な
お、前記第１照合情報に、前記チェック項目の照合に必要な情報だけでなく、その他の情
報が含まれることも他の実施形態として考えられる。
【０１５１】
　さらに、前記印刷設定処理部１１７は、前記チェック項目各々について予め設定された
読取順序に従って前記第１照合情報を構成することが考えられる。具体的に、前記シナリ
オ情報において、前記チェック項目のうち服用時期シート９１の読取順序が１番であり、
食札９２の読取順序が２番である旨が設定されている場合であって、前記シナリオ情報が
前記携帯端末６から前記調剤支援装置１に送信されることが考えられる。この場合、前記
印刷設定処理部１１７は、前記第１照合情報として読み取られる数値の上一桁から順に、
前記服用時期シート９１と照合される服用時期、前記食札９２と照合される服用者ＩＤの
順で情報が印刷されるように印刷条件を設定することが考えられる。
【０１５２】
［携帯端末６側の処理：配薬時照合処理］
　次に、図２０を参照しつつ、前記携帯端末６において、前記制御部６１の照合処理部６
１１によって実行される配薬時照合処理の一例について説明する。例えば、前記配薬時照
合処理は、前記携帯端末６に対して配薬を開始する旨のユーザー操作が行われた場合に開
始される。
【０１５３】
＜ステップＳ５０１＞
　ステップＳ５０１において、前記照合処理部６１１は、複数の服用者に共通する第１フ
ェイズに属するチェック項目（以下、第１項目と称する）として予め設定された第２照合
情報を示す前記第２コード情報９１１の読み取りを促す照合チェック画面Ｐ４１を表示さ
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せる。具体的に、前記照合処理部６１１は、前記項目設定情報及び前記バーコード設定情
報に基づいて、予め設定されたレイアウト情報に従って前記照合チェック画面Ｐ４１を表
示させる。なお、前記第１フェイズに属するチェック項目は、複数の入居者に共通する項
目として予め設定されたチェック項目であって、本実施形態では服用時期であるが、例え
ば服用日、部屋（グループ）、症状などであってもよい。
【０１５４】
　ここに、図２１（Ａ）は、前記第１項目に対応する前記第２コード情報９１１の読み取
り前の前記照合チェック画面Ｐ４１の一例を示す図である。図２１（Ａ）に示されるよう
に、前記照合チェック画面Ｐ４１では、「服用時期」、「食札」、「薬包」がその読取順
序に従って上から順に表示されている。特に、前記照合チェック画面Ｐ４１では、第１フ
ェイズの名称である「服用時期シート」と、第２フェイズの名称である「配薬」とに分類
して前記チェック項目が表示されている。
【０１５５】
　なお、同一フェイズに属するチェック項目の読取順序が設定されていない場合には、そ
の同一フェイズ内に属するチェック項目に対応する前記第２コード情報９１１は順不同で
読み取られてもよい。このように読取順序が設定されていない場合には、前記照合チェッ
ク画面Ｐ４１において、同一フェイズ内に属する「食札」及び「薬包」などのチェック項
目が項目ＩＤ順に並べられていてもよい。
【０１５６】
＜ステップＳ５０２＞
　ステップＳ５０２において、前記照合処理部６１１は、前記第１項目に対応する前記第
２コード情報９１１の読み取りを待ち受ける（Ｓ５０２：Ｎｏ）。具体的に、前記照合処
理部６１１は、前記携帯端末６で読み取られた情報のうち前記バーコード設定情報で設定
された桁数の数値が前記第１項目に対応する前記チェック項目のＢＣＤ－ＩＤと同じであ
る場合に、前記第１項目に対応する前記第２コード情報９１１が読み取られたと判断する
。なお、前記バーコード設定情報として桁数が設定されていない場合、前記照合処理部６
１１は、前記第２コード情報９１１から読み取られた桁数が、前記バーコード設定情報で
設定されているロケーションの最大値に前記第１項目の桁数を加算した桁数以上である場
合に正常と判断することも考えられる。
【０１５７】
　そして、前記第１項目に対応する前記第２コード情報９１１が読み取られたと判断する
と（Ｓ５０２：Ｙｅｓ）、処理がステップＳ５０３に移行する。なお、前記第１項目は複
数であってもよく、前記第１項目が複数登録されている場合には、前記ステップＳ５０２
～Ｓ５０３の処理がその回数分だけ繰り返し実行される。さらに、同じ前記第１項目につ
いて複数の前記第２コード情報９１１が読み取られ、後述のステップＳ５０７における照
合処理では、その複数の前記第１項目のいずれかと前記薬包８１から読み取られる前記第
１照合情報とが一致するか否かが判断されることも考えられる。
【０１５８】
　図２１（Ｂ）に示されるように、前記第１項目である「服用時期」に対応する前記第２
コード情報９１１が読み取られると、前記照合チェック画面Ｐ４１では、例えば「服用時
期」に対応する前記第２コード情報９１１から読み取られた内容として「朝食後」が表示
される。なお、前記詳細設定画面Ｐ１４で名称が設定されていない場合には、「朝食後」
に代えて服用時期を示す数値などが表示される。　
【０１５９】
＜ステップＳ５０３＞
　ステップＳ５０３において、前記照合処理部６１１は、前記第１項目に対応する前記第
２コード情報９１１の読取結果を前記照合チェック画面Ｐ４１に表示させる。ここに、図
２１（Ｂ）は、前記第１項目に対応する前記第２コード情報９１１の読み取り後の前記照
合チェック画面Ｐ４１の一例を示す図である。また、前記照合処理部６１１は、次に読み
取るべき前記チェック項目として予め設定されたチェック項目（以下、第２項目と称する



(30) JP 6766513 B2 2020.10.14

10

20

30

40

50

）に対応する前記第２コード情報９１１の読み取りを促すメッセージを前記照合チェック
画面Ｐ４１に表示させる。前記第２項目は、複数の入居者に共通しない項目として予め設
定されており、具体的に、本実施形態では服用者ＩＤである。
【０１６０】
＜ステップＳ５０４＞
　次に、ステップＳ５０４において、前記照合処理部６１１は、前記第２項目に対応する
前記第２コード情報９１１が読み取られたか否かを判断する。そして、前記第２項目に対
応する前記第２コード情報９１１が読み取られたと判断すると（Ｓ５０４：Ｙｅｓ）、処
理がステップＳ５０５に移行し、前記第２項目に対応する前記第２コード情報９１１が読
み取られていないと判断されると（Ｓ５０４：Ｎｏ）、処理がステップＳ５０６に移行す
る。なお、前記第２項目は複数であってもよく、前記第２項目が複数登録されている場合
には、前記ステップＳ５０４～Ｓ５０５の処理がその回数分だけ繰り返し実行される。
【０１６１】
＜ステップＳ５０５＞
　ステップＳ５０５において、前記照合処理部６１１は、前記第２項目に対応する前記第
２コード情報９１１の読取結果を前記照合チェック画面Ｐ４１に表示させる。ここに、図
２１（Ｃ）は、前記第２項目に対応する前記第２コード情報９１１の読み取り後の前記照
合チェック画面Ｐ４１の一例を示す図である。図２１（Ｃ）に示されるように、前記第２
項目である「食札」に対応する前記第２コード情報９１１が読み取られると、前記照合チ
ェック画面Ｐ４１では、例えば「食札」に対応する前記第２コード情報９１１が示す服用
者ＩＤに対応する服用者名として「湯山一郎」が表示される。なお、前記詳細設定画面Ｐ
１２で名称が設定されていない場合には、服用者名である「湯山一郎」に代えて服用者Ｉ
Ｄがそのまま表示されてもよい。
【０１６２】
＜ステップＳ５０６＞
　次に、ステップＳ５０６において、前記照合処理部６１１は、前記薬包８１の前記第１
コード情報８１１が読み取られたか否かを判断する。そして、前記第１コード情報８１１
が読み取られたと判断されると（Ｓ５０６：Ｙｅｓ）、処理がステップＳ５０７に移行す
る。また、前記第１コード情報８１１が読み取られていないと判断されると（Ｓ５０６：
Ｎｏ）、処理が前記ステップＳ５０４に戻される。
【０１６３】
＜ステップＳ５０７＞
　ステップＳ５０７において、前記照合処理部６１１は、前記薬包８１の前記第１コード
情報８１１から読み取られた前記第１照合情報と、前記服用時期シート９１及び前記食札
９２各々に記載された複数の前記第２コード情報９１１から読み取られた複数の前記第２
照合情報とを照合する。即ち、前記照合処理部６１１は、複数の前記第２コード情報９１
１から服用時期及び服用者ＩＤなどの複数の前記第２照合情報が読み取られてから、前記
薬包８１に記載されている前記第１コード情報８１１から服用時期及び服用者ＩＤなどの
前記第１照合情報が読み取られた場合に、前記第１照合情報及び複数の前記第２照合情報
の照合を実行する。このように、薬包８１の第１コード情報８１１の読み取りが照合処理
の開始タイミングとして判断されるため、照合処理の開始操作を行うユーザーの手間が軽
減される。
【０１６４】
　例えば、前記第１照合情報が４桁の数値である場合、前記照合処理部６１１は、前記第
１照合情報の上一桁目から２桁の数値と、前記服用時期シート９１から読み取られた前記
第２照合情報とを照合することが考えられる。同じく、前記照合処理部６１１は、前記第
１照合情報の上三桁目から２桁の数値と、前記食札９２から読み取られた前記第２照合情
報とを照合することが考えられる。
【０１６５】
　また、前記照合処理部６１１は、前記第１照合情報に含まれる情報の数と、前記第２照
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合情報の数とが一致しない場合に照合結果が不一致であると判断してもよい。なお、前記
第１照合情報と照合する前記第２照合情報が読み取られていない場合には、当該第２照合
情報の照合結果が不一致となることが考えられる。また、前記第１照合情報に含まれる情
報よりも多くの情報に対応する前記第２照合情報が読み取られた場合にも当該第２照合情
報の照合結果が不一致となることが考えられる。
【０１６６】
＜ステップＳ５０８＞
　そして、ステップＳ５０８において、前記照合処理部６１１は、前記ステップＳ５０７
における照合結果を前記携帯端末６の表示部に表示させる。ここに、図２２（Ａ）～図２
２（Ｃ）は、前記照合結果が表示された前記照合チェック画面Ｐ４１の一例を示す図であ
る。前記照合処理部６１１は、全ての前記照合結果が一致であれば、図２２（Ａ）に示す
ように、前記照合結果が一致である旨を示すメッセージを表示させる。
【０１６７】
　一方、前記照合処理部６１１は、前記項目設定情報において前記継続有無の設定にチェ
ックが付けられているチェック項目（例えば服用時期）に不一致が生じている場合、図２
２（Ｂ）に示すように、前記照合結果が不一致である旨と処理を継続するか否かの確認操
作を促すメッセージを表示させる。また、前記照合処理部６１１は、前記項目設定情報に
おいて前記継続有無の設定にチェックが付けられていないチェック項目（例えば服用者Ｉ
Ｄ）に不一致が生じている場合、図２２（Ｃ）に示すように、前記照合結果が不一致であ
る旨と処理が取り消される旨を示すメッセージを表示させる。
【０１６８】
　また、前記照合処理部６１１は、前記第２コード情報９１１が予め設定された読取順序
に従って読み取られたか否かを判定することが考えられる。具体的に、前記照合処理部６
１１は、前記第１項目に対応する前記第２コード情報９１１が読み取られる前に前記第２
項目に対応する前記第２コード情報９１１が読み取られた場合、即ち予め設定された読取
順序で前記第２コード情報９１１が読み取られない場合、エラーメッセージを前記携帯端
末６の表示部に表示させることが考えられる。さらに、前記照合処理部６１１は、複数の
前記第１項目について読取順序が設定されている場合、又は複数の前記第２項目について
読取順序が設定されている場合であって、その読取順序に従って読取が実行されない場合
にもエラーメッセージを前記携帯端末６の表示部に表示させることが考えられる。なお、
前記第２コード情報９１１の種別が異なる場合には、読取順序が設定されておらず順不同
で読み取られることも可能であり、この場合、前記照合処理部６１１は、前記第２コード
情報９１１が予め設定された読取順序に従って読み取られたか否かを判定しなくてもよい
。
【０１６９】
　さらに、前記照合処理部６１１は、複数の前記第２照合情報に、共通する情報が存在す
る場合には、前記第２照合情報各々に含まれている共通の情報を相互に照合することが考
えられる。即ち、前記照合処理部６１１は、前記第１照合情報と前記第２照合情報とを照
合するだけでなく、異なる前記第２コード情報９１１から読み取られた複数の前記第２照
合情報を相互に照合することも考えられる。これにより、例えば前記第１コード情報８１
１から前記第１照合情報が読み取られる前に、複数の前記第２コード情報９１１から前記
第２照合情報が読み取られる段階で早期に誤りが報知されることになる。
【０１７０】
＜ステップＳ５０９＞
　その後、ステップＳ５０９において、前記照合処理部６１１は、当該服用時照合処理を
終了するか否かを判断する。例えば、前記照合処理部６１１は、ユーザーによる終了操作
が行われた場合、又は前記第１項目で読み取られた服用時期に対応する全ての前記薬包８
１の照合が終了した場合に、当該服用時照合処理を終了すると判断する。そして、当該服
用時照合処理を終了すると判断されると（Ｓ５０９：Ｙｅｓ）、当該服用時照合処理が終
了し、当該服用時照合処理を終了しないと判断されると（Ｓ５０９：Ｎｏ）、処理が前記
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ステップＳ５０４に戻される。なお、前記ステップＳ５０９において、前記照合処理部６
１１は、全ての前記薬包８１の照合が終了した場合、その終了した旨を前記携帯端末６の
表示部に予め設定された時間だけ表示させた後、自動的に処理をステップＳ５０４に戻す
ことも他の実施形態として考えられる。
【０１７１】
　これにより、当該服用時照合処理を終了しないと判断されると、続くステップＳ５０４
以降では、前記食札９２からの前記第２コード情報９１１の読み取り、及び前記薬包８１
からの前記第１コード情報８１１の読み取りが実行されるごとに、前記第１項目及び前記
第２項目各々に対応する前記第２照合情報と前記第１照合情報とが照合されることになる
。即ち、前記第１項目に対応する前記第２コード情報９１１は、一度読み取られると次に
同じ前記第１項目について異なる前記第２コード情報９１１が読み取られるまでの間、複
数の前記薬包８１から読み取られる前記第１照合情報を照合する際の照合対象として利用
されることになる。さらに、３段階以上のフェイズが設定されている場合も同様に、同一
フェイズが繰り返されている間、現在のフェイズよりも上位のフェイズの情報が全て保持
されて照合対象として利用される。
【０１７２】
　なお、前記照合処理部６１１は、前記配薬時照合処理における前記第１コード情報８１
１及び前記第２コード情報９１１各々の読取履歴及び照合履歴などを前記記憶部６３に蓄
積して記憶する。これにより、前記制御部６１は、ユーザー操作に応じて前記読取履歴及
び前記照合履歴などを出力することが可能である。さらに、前記照合処理部６１１は、前
記読取履歴及び前記照合履歴などに基づいて、同じ服用時期及び同じ服用者ＩＤについて
複数の前記薬包８１から前記第１照合情報が読み取られた場合にエラーを報知することも
考えられる。
【０１７３】
　また、前記照合処理部６１１は、前記薬包８１の前記第１コード情報８１１からの前記
第１照合情報の読み取りタイミングを、ユーザー操作に応じて前記第２照合情報の読み取
り前又は読み取り後のいずれかに変更することも可能である。前記第１照合情報が前記第
２照合情報の読み取り前に読み取られる場合には、その後に前記第２コード情報９１１各
々から読み取られる前記第２照合情報が順次前記第１照合情報と照合されることになる。
【０１７４】
　また、前記照合処理部６１１が、前記薬包８１の前記第１コード情報８１１からの前記
第１照合情報の読み取りが前記第２照合情報の読み取り前又は読み取り後のいずれであっ
ても正常に処理可能な構成も考えられる。例えば、前記照合処理部６１１は、一つ目の前
記薬包８１の前記第１照合情報が読み取られてから二つ目の前記薬包８１の前記第１照合
情報が読み取られるまでの間に前記第２照合情報が読み取られている場合には、それらの
情報を前記二つ目の薬包８１の前記第１照合情報と照合する。一方、前記照合処理部６１
１は、一つ目の前記薬包８１の前記第１照合情報が読み取られてから二つ目の前記薬包８
１の前記第１照合情報が読み取られるまでの間に前記第２照合情報が読み取られていない
場合には、その後に読み取られる情報を前記二つ目の薬包８１の前記第１照合情報と照合
する。
【０１７５】
［配薬時照合処理の他の例］
　前記配薬時照合処理（図２０参照）では、各フェイズにおける前記第１コード情報８１
１及び前記第２コード情報９１１の読取順序が前記シナリオ情報において予め設定される
場合について説明した。ここでは、各フェイズにおける前記第１コード情報８１１及び前
記第２コード情報９１１の読取順序が予め設定されない場合について説明する。ここに、
図２３は、前記配薬時照合処理の他の例を示すフローチャートである。
【０１７６】
＜ステップＳ６００＞
　ステップＳ６００では、前記ステップＳ５０１と同様に前記照合チェック画面Ｐ３１を
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携帯端末６の表示部に表示させる。
【０１７７】
＜ステップＳ６０１＞
　ステップＳ６０１において、前記照合処理部６１１は、処理対象のフェイズ番号を示す
Ｎの値を１つ加算（Ｎ＝Ｎ＋１）する。なお、当該配薬時照合処理の開始時におけるＮの
初期値は０であり、Ｎの値は当該配薬時照合処理の開始時又は終了時に０にリセットされ
る。
【０１７８】
＜ステップＳ６０２＞
　ステップＳ６０２において、前記照合処理部６１１は、第Ｎフェイズに属するチェック
項目の読み取りを待ち受け（Ｓ６０２：Ｎｏ）、当該チェック項目が読み取られると（Ｓ
６０２：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６０３に移行させる。
【０１７９】
＜ステップＳ６０３＞
　ステップＳ６０３において、前記照合処理部６１１は、前記ステップＳ５０３及びＳ５
０５等と同様に第Ｎフェイズに属する前記チェック項目の読取結果を携帯端末６の表示に
表示させる。また、前記照合処理部６１１は、当該配薬時照合処理の開始後に前記第２コ
ード情報９１１から読み取られた複数の前記第２照合情報に同一項目の情報が含まれる場
合に、複数の前記第２照合情報に含まれる前記同一項目の情報を照合することが考えられ
る。
【０１８０】
　例えば、食札９２に記載される第２コード情報９１１に、服用者ＩＤだけでなく服用時
期の情報が含まれることが考えられる。この場合、前記照合処理部６１１は、前記ステッ
プＳ６０３で前記第２コード情報９１１が読み取られたと判断した場合に、食札９２から
読み取られた服用時期が服用時期シート９１から読み取られた服用時期のいずれかと一致
するか否かを判断する処理を実行する。そして、前記照合処理部６１１は、前記服用時期
が一致しないと判断した場合にはエラーを表示部等によって報知する。これにより、前記
ステップＳ６０６における照合処理が実行される前の段階で、食札９２から読み取られた
服用時期に誤りがあることがユーザーに報知されることになるため配薬作業の効率が高ま
る。
【０１８１】
＜ステップＳ６０４＞
　ステップＳ６０４において、前記照合処理部６１１は、第Ｎフェイズに属するチェック
項目の読み取りを完了するか否かの操作を受け付ける。そして、前記照合処理部６１１は
、完了する旨の操作を受け付けた場合は（Ｓ６０３：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６０１
に戻し、完了しない旨の操作を受け付けた場合は（Ｓ６０３：Ｎｏ）、処理をステップＳ
５０５に移行させる。即ち、前記照合処理部６１１は、第１フェイズに属する複数のチェ
ック項目を照合対象として読み取ることが可能である。例えば、前記照合処理部６１１は
、第１フェイズに属するチェック項目である服用時期について「朝食後」及び「朝食前」
の二つの詳細項目の読み取りが可能であり、「朝食後」及び「朝食前」の二つの服用時期
についての照合を並行して実行することが可能である。
【０１８２】
＜ステップＳ６０４＞
　ステップＳ６０４において、前記照合処理部６１１は、第Ｎフェイズに属するチェック
項目の読み取りを完了するか否かの操作を受け付ける。そして、前記照合処理部６１１は
、完了する旨の操作を受け付けた場合は（Ｓ６０４：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６０５
に移行させ、完了しない旨の操作を受け付けた場合は（Ｓ６０４：Ｎｏ）、処理をステッ
プＳ６０２に戻す。即ち、前記照合処理部６１１は、第Ｎフェイズに属する複数のチェッ
ク項目を照合対象として読み取ることが可能である。
【０１８３】
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　具体的に、前記照合処理部６１１は、服用者ＩＤに対応する前記第２コード情報９１１
の読み取り、及び薬包８１に対応する前記第２コード情報９１１の読み取りが可能である
。例えば、前記照合処理部６１１は、第２フェイズに属するチェック項目である薬包８１
について複数回の読み取りが可能であり、同一の服用者が服用する複数の薬包８１につい
ての照合を並行して実行することも可能である。また、第２フェイズに属するチェック項
目の読取順序が設定されていないため、食札９２からの服用者ＩＤに対応する前記第２コ
ード情報９１１の読み取り、及び薬包８１からの服用時期及び服用者ＩＤに対応する前記
第２コード情報９１１の読み取りは任意の順序で実行可能である。
【０１８４】
＜ステップＳ６０５＞
　ステップＳ６０５において、前記照合処理部６１１は、前記シナリオ情報で設定された
最終フェイズが完了したか否かを判断する。そして、前記照合処理部６１１は、最終フェ
イズが完了していないと判断すると（Ｓ６０５：Ｎｏ）、処理をステップＳ６０１に戻し
て処理対象を次のフェイズに進める。これにより、次のフェイズに属するチェック項目を
示す前記第１コード情報８１１又は前記第２コード情報９１１などが読み取られることに
なる。また、前記照合処理部６１１は、最終フェイズが完了したと判断すると（Ｓ６０５
：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６０６に移行させる。
【０１８５】
＜ステップＳ６０６～Ｓ６０７＞
　そして、ステップＳ６０６において、前記照合処理部６１１は、前記最終フェイズまで
の間に読み取られた第１照合情報及び第２照合情報を照合する照合処理を実行する。例え
ば、第１フェイズに属する服用時期シート９１に記載された二つの第２コード情報９１１
から二つの服用時期が読み取られ、第２フェイズに属する食札９２に記載された第２コー
ド情報９１１から一つの服用者ＩＤが読み取られ、第２フェイズに属する二つの薬包８１
に記載された第１コード情報８１１から二組の服用時期及び服用者ＩＤが読み取られた場
合を考える。この場合、前記照合処理部６１１は、薬包８１から読み取られた服用時期各
々が服用時期シート９１から読み取られた服用時期のいずれかと一致するか否かを判断す
ると共に、食札９２から読み取られた服用者ＩＤと薬包８１各々から読み取られた服用者
ＩＤとが一致するか否かを判断する。そして、ステップＳ６０７において、前記照合処理
部６１１は、前記ステップＳ６０６における照合結果を携帯端末６の表示部に表示させる
。
【０１８６】
＜ステップＳ６０８＞
　その後、ステップＳ６０８において、前記照合処理部６１１は、処理対象のフェイズを
戻すか否かの操作を受け付ける。そして、前記照合処理部６１１は、処理対象のフェイズ
を戻す旨の操作を受け付けた場合は（Ｓ６０８：Ｙｅｓ）、処理をステップＳ６０９に移
行させ、処理対象のフェイズを戻さない旨の操作を受け付けた場合は（Ｓ６０８：Ｎｏ）
、処理をステップＳ６０２に戻す。なお、処理対象のフェイズを戻す旨の操作が予め設定
された待機時間が経過しても実行されない場合にも（Ｓ６０８：Ｎｏ）、処理がステップ
Ｓ６０２に戻される。
【０１８７】
＜ステップＳ６０９～Ｓ６１０＞
　ステップＳ６０９において、前記照合処理部６１１は、処理対象のフェイズ番号を示す
Ｎの値を１つ減算（Ｎ＝Ｎ－１）し、処理をステップＳ６１０に移行させる。ステップＳ
６１０において、前記照合処理部６１１は、処理対象のフェイズ番号を示すＮの値が０で
ある場合は（Ｓ６１０：Ｙｅｓ）、当該配薬時照合処理を終了し、処理対象のフェイズ番
号を示すＮの値が０でない場合は（Ｓ６１０：Ｎｏ）、処理をステップＳ６０２に戻す。
なお、当該配薬時照合処理は、当該配薬時照合処理の途中でユーザーによる終了操作が実
行された場合にも終了することがある。
【符号の説明】
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【０１８８】
１　：調剤支援装置
１１：制御部
１２：データ記憶部
２　：読取端末
３　：薬品分包装置
３１：制御部
３２：分包プリンタ
４　：プリンタ
５　：配薬支援装置
５１：制御部
５２：データ記憶部
６　：携帯端末
６１：制御部
６２：カメラ
７　：読取端末
８１：薬包（分包容器の一例）
８２：薬袋（配送容器の一例）
１０：配薬支援システム
１００：配薬支援システム

【図１】 【図２】
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